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■ 例 言 

 本書は、東京文化財研究所文化遺産国際協力センターが令和５（2023）年12月 21日に開催した世界遺産研究協議会：

「複雑化する世界遺産をみまもる目 －作業指針、事前評価そして影響評価－」における講演及び討議の内容を書き起

こして収録したものである。 

 本書に使用した図表は、すべて各講演者から提供されたものであり、必要に応じて出典を記した。 

 本書の報告のうち「世界遺産の文脈における影響評価のためのガイダンス及びツールキット」については、西和彦氏

（文化庁 文化資源活用課 世界文化遺産部門 主任文化財調査官）が講演する予定であったが、参加が不可能となった

ため鈴木地平氏（同 文化財調査官）が代替した。 

 本書における世界遺産関連用語は、東京文化財研究所刊行の『世界遺産用語集』(2017）に準じた。 

 本書における世界遺産関連用語のおもな略語は、以下のとおりである：ADG（Assistant Director-General、事務局長

補）、HIA（Heritage Impact Assessment、遺産影響評価）、IUCN（International Union for Conservation of Nature、国

際自然保護連合）、SEA（Strategic Environmental Assessment、戦略的影響評価）、SOC（State of Conservation、保全

状況）、OUV（Outstanding Universal Value、顕著な普遍的価値）。 

 本研究協議会の内容については、各執筆者及び講演者の協力を得て松浦一之介（東京文化財研究所 文化遺産国際協力

センター アソシエイトフェロー）、柄澤真子（同 事務補佐員）及び石田智香子（同左）が校正を行った。 

 本書の表紙に使用した写真は、縄文遺跡群世界遺産保存活用協議会が令和２（2020）年６月に撮影し、つがる市教育

委員会が所管し、北海道・北東北の縄文遺跡群デジタルアーカイブ（JOMON ARCHIVES）で公開される「亀ヶ岡石

器時代遺跡・田小屋野貝塚 遠景」（https://jomon-japan.jp/archives#/asset/187）であり、「世界遺産 北海道・北東北

の縄文遺跡群」公式ウェブサイトが規定する利用規約及びプライバシーポリシーの条件に従って加工・転載した。 

 本書の編集は、松浦が行った。 
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東京文化財研究所が主催する世界遺産研究協議会は、世界遺産制度をわが国において円滑に運用し、その効
果を最大限に活かすとともに、制度改善への貢献も視野に入れつつ、関係自治体の担当者各位への情報提供と
知見交換の場を提供することを目的としています。本研究所の国際部門である文化遺産国際協力センターが実
施する様々な事業の中でも、文化遺産保護における国際的動向と日本全国において日々行われている実践活動
とを架橋するという意味でユニークであり、また重要な役割が期待されているものと自負しております。平成
29（2017）年度に始まった本協議会も本年度で 7回目の開催を数えるに至りました。この間、特にコロナ禍に
おいてはオンライン開催を余儀なくされ、昨年度も来場者数を絞っての限定的な開催とせざるを得ませんでし
た。令和５（2023）年５月に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の 5類に移行されたことを受けて、よう
やく完全な形での開催が実現できたことを大いに嬉しく思っています。 

さて、世界遺産制度も発足から 50年を過ぎ、日本が同条約を批准してからも既に 30年が経過しています。
この間に制度面でもさまざまな変化が加えられてきました。その中から、今回は「評価」をキーワードとして
取り上げることとしました。遺産登録に至るプロセスでの評価はもとより、登録後も各遺産は価値の適切な保
護を担保するという観点から絶えず評価の目にさらされ続けていくこととなります。そして、そのような評価
の在り方と手法にも多くの変遷があり、それを正しく理解することが遺産管理の責を負う立場にとっては極め
て重要となります。そのため、本協議会でこれまでに扱ったテーマも実はその大半が「評価」に関連している
ということができます。特に近年においては、複数回にわたって遺産影響評価（HIA）をめぐる議論を取り上
げてきましたが、数年来の懸案であったユネスコほか作成による「世界遺産の文脈における遺産影響評価のた
めのガイドライン及びツールキット」が一昨年にようやく完成し、今年度はその日本語訳が文化庁によって作
成・公開されました。この機をとらえて、その内容を周知するのみにとどまらず、これを実際の様々なケース
に適用していく上での留意点や課題を明らかにする手がかりを求めたい、というのが今回の協議会のメインテ
ーマとなりました。 

社会の変化にともなって文化遺産という概念そのものの捉え方や保存の理念も常に変化しており、世界遺産
制度においてもその対象を含む枠組み自体に不断の見直しが求められていることは言うまでもありません。そ
のために、遺産保護の最前線の現場において日々の課題に直面している立場の方々の実践に裏打ちされた知見
と意見を幅広く共有し、さらにはより良い制度づくりに反映していくことの重要性がますます高まっています。
本報告書には、協議会の各報告とパネルディスカッションの内容を収録しています。当日会場までお越しいた
だいた皆様はもとより、ご参加いただけなかった方々にも本書を手に取っていただき、ご自身の経験に照らし
て考えを巡らし、互いに意見を交わしていただく一助となれば、これに勝る喜びはありません。 

最後になりましたが、本年度の協議会にご登壇くださった各位をはじめ、企画と開催に向けてご協力いただ
いた皆様と関係機関に対し、主催者を代表して改めて御礼申し上げます。 

令和 6年 3月 

東京文化財研究所 文化遺産国際協力センター長 
友田 正彦 

刊行にあたって 
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 タイトル 
令和５年度世界遺産研究協議会：複雑化する世界遺産をみまもる目 －作業指針、事前評価そして影響
評価－ 

 開催日時 
令和５（2023）年 12月 21日（木）13時～17時 30分（情報交換会：17時 30分～19時 00分） 

 開催形式 
対面開催（事前申込制） 

 開催場所 
東京文化財研究所 セミナー室 

 主 催 
独立行政法人 国立文化財機構 東京文化財研究所 

 開催趣旨 
令和４（2022）年に創設 50 周年を迎えた世界遺産条約は、もっとも成功した国際条約ともいわれる

が、社会との関わりが増すにつれて新たな課題も生まれ、今やその制度運用は遺産保護の枠に留まらな
くなっている。特に近年は、遺産の価値づけや保護状況の評価のあり方が、各国の遺産保護の現場に直
接的な影響を及ぼすようになっている。なかでも都市化や観光化、環境破壊といった社会的な課題に直
面する世界遺産に対して求められることが多くなった遺産影響評価は、現場に少なからぬ混乱をもたら
してきたが、令和４（2022）年にユネスコ・イクロム・イコモス・IUCNが共同でとりまとめた「Guidance 
and Toolkit for Impact Assessment in a World Heritage Context（HIAガイダンス）」によって一定の整理がつ
けられた。そこで、今年度の本協議会は、世界遺産をめぐる最新の動向を提供するとともに「HIAガイ
ダンス」の考え方を共有し、HIAを含む世界遺産の評価のあり方と制度運用に関する大局的な理解を深
める機会とした。  

 

開催概要 
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13:00-13:05   開会挨拶 
齊藤 孝正（東京文化財研究所 所長） 

13:05-13:10   趣旨説明 
金井 健（東京文化財研究所 文化遺産国際協力センター 国際情報研究室長） 

報 告 

13:10-13:30   ｢世界遺産の最新動向」 
鈴木 地平（文化庁 文化資源活用課 世界文化遺産部門 文化財調査官） 

13:30-13:35   休  憩 

発 表 

13:35-14:20   ｢近年の作業指針の改定とその背景 －対話と信頼性の確保のために－」 
二神 葉子（東京文化財研究所 文化財情報資料部 文化財情報研究室長） 

14:20-15:05   ｢世界遺産の文脈における影響評価のためのガイダンス及びツールキット」 
鈴木 地平（文化庁 文化資源活用課 世界文化遺産部門 文化財調査官） 

15:05-15:50   ｢世界遺産『北海道・北東北の縄文遺跡群』の保全と遺産影響評価」 
中澤 寛将（青森県 三内丸山遺跡センター 文化財保護主査） 

15:50-16:00   休  憩 

16:00-17:25   パネルディスカッション 
司会者：金井 健 討論者：鈴木 地平、二神 葉子、中澤 寛将 

17:25-17:30   閉会挨拶 
友田 正彦（東京文化財研究所 副所長兼文化遺産国際協力センター長） 

17:30-19:00   情報交換会 
 

プログラム 
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開会挨拶 

本日は、年の瀬も押し迫るなか、当研究室が主催する世界遺
産研究協議会に参加いただきまして、誠にありがとうござい
ます。本会は、当研究所の文化遺産国際協力センターが取り組
んでおります文化遺産に関する国際情報の収集と発信の一環
で、世界遺産の整備や最新の動向に関する情報の提供等を共
有することを目的に、世界遺産をもつ、あるいは登録を目指し
ている自治体の担当者をおもな対象にして毎年開催しており
ます。 
平成29年度に開始いたしまして、今年度で7年目になりま

す。昨年度は 3 年ぶりに対面形式で開催することができまし
たが、コロナ禍の冷めやらぬ時期だったため、定員を半数にし、
会場での情報交換会は、きわめて簡単にものにせざるを得ま
せんでした。今年度は、4年ぶりに制約のない形での開催が可
能となり、多くのみなさまに会場まで足を運んでいただき、大
変うれしく思っています。本会の目的に照らしますと、議論や
交流の発展性の観点から、やはり対面での開催がふさわしい
と考えています。本会が、世界遺産制度の安定した運用の基盤
となる人的、組織的ネットワークの強化に少しでも貢献でき
ることを期待しています。 
さて本会は、昨年度は景観、それ以前のコロナ禍の最中には

遺跡や建造物における「整備」の問題を取り上げ、世界遺産の
立て付けや保存の考え方といった理念的な側面に焦点を当て
て議論してきました。今年度は、文化庁がユネスコ作成の『ガ
イダンス及びツールキット』の日本語版を刊行した機会を捉
えて、世界遺産の実務的な指針の一つである遺産影響評価、略
してHIAを中心に、世界遺産の制度運用における評価をテー
マに取り上げました。HIA については、令和元年度の本会で
もテーマとして取り上げましたが、世界遺産委員会での議論
をつうじて内発的に生まれた考え方のため、とくにわが国の
ような国際的な舞台から距離がある遺産保護の現場ではなか
なか理解し難いことがあることは確かです。 

HIA は、世界遺産条約やその作業指針に明示されたもので
はありませんが、実質的には世界遺産の状況をチェックする
ためのプロセスに組み込まれており、地球温暖化や環境破壊
といった問題が国際社会で強く意識されるようになるなか、
その役割はますます重要になってくるものと思われます。 

そこで本会は、世界遺産委員会における議論の流れを大き
く捉える立場から、当研究所の二神葉子文化財情報研究室長
に登壇をお願いしました。また、わが国におけるHIAを含む
世界遺産の制度運用上の第一人者として文化庁の西和彦主任
文化財調査官に登壇いただく予定でしたが、急用のために欠
席となりましたので、こちらに来ていただいております鈴木
地平文化財調査官に代わりに登壇していただくことになりま
した。また、HIA に取り組んでいる管理団体の実例としまし
て、北海道・北東北の縄文遺跡群を擁します青森県三内丸山遺
跡センターの中澤寛将文化財保護主査から講演をいただきま
す。 
これらの講演に先立ち、鈴木地平文化財調査官から去る9月

にサウジアラビアのリヤドで行われた世界遺産委員会の様子
や世界遺産を取り巻く情勢などの最新の情報について報告い
ただく予定です。また後半では、講演者全員にパネルディスカ
ッションに参加いただき、本会のテーマに掲げているHIAを
中心とした世界遺産の制度運用に係る評価のあり方について
議論を深めていきたいと考えています。 
限られた時間のなかでの講演とパネルディスカッションの

ために、物足りない部分があるかもしれませんが、どうかご容
赦いただき、ぜひとも、みなさんも一体となってこの研究会を
盛り立てていただければ幸いです。また、本会がわれわれのみ
ならず、参加いただいたみなさんにとっても有意義なものに
なることを祈念して、冒頭のあいさつとさせていただきます。
本日は、どうぞよろしくお願いします。 
 
 
 

 齊藤 孝正（東京文化財研究所 所長） 

開会挨拶 
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金井 健 

あらためまして、本日はみなさま大変ご多用のところ、本会
に参加いただき誠にありがとうございます。本会の企画を担
当しております、東京文化財研究所文化遺産国際協力センタ
ーの金井と申します。これより、本会の開催趣旨と本日のプロ
グラムについてご説明いたします。 
先ほどの齊藤所長のあいさつにもあったように、今年度の

本協議会では、ユネスコが作成した『世界遺産の影響評価に関
するガイダンス及びツールキット』の日本版刊行を機会とし、
世界遺産制度の運用において年々存在感を増している遺産の
価値評価のあり方をテーマに取り上げています。 
世界遺産制度は、1972年にユネスコ総会で採択されてから

昨年でちょうど50周年の節目を迎えました。本研究所が事務
局を務める文化遺産国際協力コンソーシアムでも、来たる1月
20日に、新たに文化庁のお膝元となった京都において、文化
遺産の50年の歩みと日本の文化遺産保護の関わりを見つめ直
す国際シンポジウムの開催を予定しています（図 1-1）。今、
画面で紹介しているシンポジウムの詳細については、会場に
チラシを用意しておりますので、ぜひ休憩中に手に取ってい
ただき、お時間が許す方は現地、あるいはオンラインでの参加
をご検討いただけると幸いです。 
さて、最近の文化遺産制度と日本の関係を振り返ると、彦根

城の登録推薦において、推薦の作成段階からイコモスの協力
と助言を受ける事前評価制度がわが国で初めて取り入れられ
ました。去る 9 月には、文化庁からユネスコに対して世界遺
産事前評価申請書が提出されたことは記憶に新しいところで
す。世界遺産登録の事前評価制度は、世界遺産が本来もつべき
顕著な普遍的価値、OUVに基づくイコモスの評価と、政治的
な思惑やさまざまな利害関係が交錯する世界遺産委員会の場
での評価が乖離してしまう傾向が強くなっていることを修正
するために導入されたものと理解しています。 
世界遺産制度のみならず、国際条約の運用や仕組みにおい

てもおおむね共通していることといえますが、委員国の議決
権が強力であるがゆえに、条約の効果やその知名度が高まれ
ば高まるほど、委員会での根回しや国際会議の場での議論の
テクニックが重宝されるようになり、結果的に条約本来の趣
旨や目的が徐々に形骸化してしまう危険をはらんでいます。

世界遺産登録推薦の事前評価制度については、世界遺産委員
会での議論を、その場で瞬発力がものを言うような短距離走
のようなものから、場面に応じた調整や駆け引きが求められ
る長距離走のようなものに変えていくことで、世界遺産実務
の根幹として位置づけられている世界遺産条約履行のための
作業指針を、より実効性のあるものに位置づけ直していこう
とする狙いがあるといえるのではないかと思います。 
この後、鈴木調査官から報告していただく去る 9 月にサウ

ジアラビアのリヤドで行われた世界遺産委員会では、すでに
登録された遺産の保全状況審査において、中間評価の仕組み
が現段階ではないために、とくに危機遺産の記載勧告に対し
て議場においてそれを覆すようなやりとりが横行するように
なっている懸念から、世界遺産登録推薦の事前評価のような
仕組みを導入する必要性が提案されたやに聞いています。 
このように、今後の世界遺産制度の運用において遺産の価

値をどのように評価するのか、言い換えれば世界遺産を取り
巻くさまざまな関係者の間に遺産の見方に対する共通認識を
つくっていくということが、登録推薦と登録遺産の保護の両
面からますます重要なものになっていくものと思われます
（図1-2）。 
遺産影響評価については、令和元年度の本協議会のテーマ

として取り上げたように、日本の世界遺産の現場でもすでに
取り組まれ、試行錯誤されてきているものですが、問題の所在
が個々の遺産が置かれた環境によることや、対象となる範囲
や手続きが必ずしも明確に示されてこなかったこともあり、
遺産保護の普遍的な方法論として理解するにはなかなか難し
いところがありました。 
しかし、このたび『世界遺産の文脈における影響評価のため

のガイダンス及びツールキット』が世界遺産を所管するユネ
スコ、イクロム、イコモス、IUCNの共同により刊行され、い
ち早く日本語版が作成されたことで、これからの日本におけ
る世界遺産の価値評価のあり方に一本の筋を通す道標になる
ことを期待しています（図1-3）。 
そこで本日は、その背景を概観する立場から世界遺産委員

会を含む遺産保護関係の国際会議への豊富な出席歴があり、
つい先日までもボツワナで開催されていた無形文化遺産の政

 金井 健（東京文化財研究所 文化遺産国際協力センター  国際情報研究室長） 

趣旨説明 
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趣旨説明 

府間委員会にも参加され、遺産保護をめぐる国際情勢に大変
造詣が深い、本研究所の二神葉子文化財情報研究室長に『近年
の作業指針の改定とその背景-対話と信頼性の確保のために-』
と題した講演をいただくこととしました。 
続いて、本来であれば、前職の本研究所在籍中にHIAの調

査研究をとりまとめ、HIA をテーマとした前回の本会を企画
された西和彦主任文化財調査官から『世界遺産の文脈におけ
る影響評価のためのガイダンス及びツールキット』について
解説していただく予定でしたが、残念ながら欠席となってし
まいました。西主任調査官に代わりまして本日は急遽、鈴木調
査官に解説いただくことになりました。大変な役目でしょう
が、ぜひよろしくお願いいたします。なお、この『ガイダンス
及びツールキット』につきましてはPDF形式で自由にダウン
ロードできます。また、縮刷版ですがプリントアウトしたもの
を本会場に用意しておりますので、みなさんお持ちと思いま
すが、ぜひご参照ください（図1-3右）。 
具体的な遺産影響評価の取り組みに関しては、青森県三内

丸山遺跡センターの中澤寛将文化財保護主査に、北海道・北東

北の縄文遺跡群における事例報告をお願いしています。本来
であれば、複数の世界遺産の事例を取り上げたかったところ
ですが、時間や予算等々のさまざまな運営上の制約のため、残
念ながら複数の事例報告はかないませんでした。前回の HIA
をテーマとした本会では、百舌鳥・古市、宗像・沖ノ島、平泉
の 3 事例を報告いただきました。よろしければ、令和元年度
の本協議会の報告書を参照いただけると幸いです（図1-4左）。 
以上、三つの本協議会のテーマに関わる講演の前に、鈴木文

化財調査官から今年の世界遺産委員会の概要と動向について
報告していだきます。鈴木文化財調査官には、西主任文化財調
査官の代わりに報告していただきますので、世界遺産委員会
の報告者の立場、それからHIAの解説者の立場の両面の立場
から後半のパネルディスカッションにも参加していただきま
す。本日は各登壇者からの講演と報告、そしてパネルディスカ
ッションをつうじて遺産影響評価を中心に議論を深めていく
ことで、世界遺産の評価のあり方と制度運営に関する大局的
な理解が広がることを期待しています。どうぞよろしくお願
いいたします。 

図1-1  文化遺産国際協力コンソーシアム 令和5年度シン
ポジウムの案内 

図1-2  本会テーマ「世界遺産をみまもる目」のイメージ 

図1-3  影響評価のためのガイダンス及びツールキット 
左：英語版 
右：日本語版 

図1-4  遺産影響評価に関する過去の報告書 
左：令和元年度世界遺産研究協議会報告書 
右：平成30年度調査研究事業報告書 
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鈴木 地平 

報  告 

はじめに 
みなさん、こんにちは。鈴木地平です。私からは、9月にサ

ウジアラビアのリヤドで開催された世界遺産委員会の報告と
世界遺産の最新動向をご紹介します。この第45回世界遺産委
員会は「拡大委員会」という言い方をしております。日本も4
度目の委員国を務めています。写真は、委員国席から、本日出
席できなかった西主任調査官が委員国としての発言をしてい
るシーンです（図2-1）。 

近年の世界遺産委員会 
世界遺産委員会は、近年を見てみると中東での開催が多い

気がします（図2-2）。中東の範囲はどこまでを指すかにもよ
りますが、たとえば2回前の第43回はアゼルバイジャンのバ
クーや第42回はバーレーンのマナーマ、第 40回はトルコの
イスタンブール、第38回はカタールのドーハで開催されまし
た。なぜ中東が多いかというと、開催費の高騰があるのではな
いでしょうか。前ユネスコ世界遺産センター長のメヒティル
ト・レスラー氏は、1回の開催費で4億円必要だと言っていま
した。最も経費が必要なのは何かというと、警備費だそうです。
今年の世界遺産委員会も会場近辺には自動小銃を持った警備
員や、ものすごい数のボランティアがいたので、とにかく警備
費が最も掛かると聞きました。 
第45回世界遺産委員会は拡大委員会と言いましたが、ご存

じの方もいらっしゃると思いますが、2020年は新型コロナウ
イルス感染症の影響により中止されました（図2-3）。2022年
は、ロシアによるウクライナ侵攻の影響を受けて中止になり
ました。今回の第 45 回の委員会で 2022年分と 2023年分の
2年分を議論するため、拡大委員会と言っています。2年分の
審議ということで審査の数が多く、すでに世界遺産登録され
たものについての保全状況審査が約 260 件でした。通年では
150件ぐらいのところ、ほぼ倍の審査数でした。新規登録や拡
張審査が約 50 件、プラス 3 件については後ほど説明します
が、例年 30 件程度のところ、50件を超える数の審査を 1 回
の委員会で行いました（図2-4）。 

 鈴木 地平（文化庁 文化資源活用課 世界文化遺産部門  文化財調査官） 

図2-1 第45回世界遺産委員会における日本の発言 

図2-2 近年における世界遺産委員会の開催状況 

図2-3 世界遺産委員会におけるイレギュラーな状況 

図2-4 第45回世界遺産委員会における審査件数 

世界遺産の最新動向 
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世界遺産の最新動向 

保全状況審査 
記憶に残るトピックを申し上げると、まず保全状況審査の

議論です。2010年に火災で焼失したため、ウガンダにあるカ
スビのブガンダ歴代国王の墓が危機遺産リスト登録されてい
ました。このたび写真にあるように復元事業が終了して、
OUVを回復したということで危機遺産から除かれました。こ
の復元に関して、たとえば防災設備の設置などに日本からは
技術的、財政的な支援をしています（図2-5）。 
ほかには、メディアにも出ていたのでご存じの方もいらっ

しゃると思いますが、たとえばヴェネツィアではオーバーツ
ーリズムが問題になっており、これが遺産に重大な影響を及
ぼしています。したがって、イコモスあるいはユネスコ世界遺
産センターとしては、これを危機遺産に載せて重点的にその
状況の改善を図っていく事務局案を出していました。それに
対して世界遺産委員会としては、締約国であるイタリアにも
発言も求め、たとえば来訪者から入域料を徴収することによ
ってオーバーツーリズムを抑制する案が出され、その料金を
徴収することを約束している抑制の手段があるので、もう少
し様子を見ようということで、結論として危機遺産リスト入
りは見送られました（図2-6）。 
ヴェネツィアに限らず、今回の委員会では事務局から 5 件

の危機遺産リスト入りが提案されたと記憶しています。実際
に、事務局案どおり危機遺産に掲載されたのはウクライナの2
件で、ヴェネツィアを含む他の 3 件は危機遺産にはなりませ
んでした。このことをもっても、「世界遺産委員会は政治化し
ている、世界遺産委員国による外交的な発言によって専門家
集団であるイコモスの判断が覆されている」ということを耳
にすることもあります。 
たしかに、近ごろの傾向を見れば世界遺産委員会は徐々に

政治化が進み、それが問題として表出していると言えますが、
はたしてそうなのかと私は今年の委員会に参加して感じまし
た。こと今年の委員会だけを見ていうと、一口に政治化という
ことで片付けられるのかなという気持ちでおります。という
のも、保全状況審査が終了したときにイコモスの保全状況審
査を担当者と立ち話をしました。「今年も大変だったね」と軽
く声を掛けたところ「保全状況審査にかかった 260 件のうち
95パーセントは議論なしで採択されたので、それについては
イコモスが勧告したとおり遺産の保全状況は改善される向き
になっているのであまり気にしていない」と言われました。勧
告とは異なり結論として危機遺産に登録されなかったことが
目立つのは確かですが、彼いわく95パーセントは勧告どおり
なので、問題ないのではないかという感じでした。 

新規登録 
次に、新規登録です。今回53件が審議されて新規登録、あ

るいは拡張が承認されたのは 47 件だったと記憶しています。

もともと委員会前のイコモス、IUCNの勧告では、登録あるい
は拡張承認の勧告が出されていたのは31件でしたが、結果的
には47件が登録されました。詳しくは後ほど話します。登録
されたものを見ていきますと、一つは中国にあります普洱茶
の文化的景観です（図 2-7）。この背景には、2015年のイコ
モスのテーマ研究があります。中国だけではなく日本、ベトナ
ム、スリランカを含めたアジアにおける茶景観が今の世界遺
産一覧表には代表されていないので、どのようなものがあり、
どのような切り口があるのかを研究テーマとし、2018 年か
2019年だったかの結論を受けて第1号として登録されたのが
この普洱茶の文化的景観であると位置づけることができます。 
あるいは、オランダにあるアイジンガ・プラネタリウム。こ

れは世界初の機械式プラネタリウムであり、現在も稼働する
機械式プラネタリウムとして今回、世界遺産に登録されまし
た（図2-8）。この1室が世界遺産ですので、オランダの方い
わく「世界最小の世界遺産でもある」とのことです。これも航
空遺産、あるいは宇宙考古学とでもいうのかアストロアーケ
オロジーに関する 5 年ぐらい前のイコモスのテーマ研究の結
果を受けて登録されました。このオランダのプラネタリウム
以外にも、ロシアの天文台の登録が今年注目されました。 

図2-5 カスビのブガンダ歴代国王の墓（ウガンダ） 
出典：ユネスコ 

図2-6 ヴェネツィアとその潟（イタリア） 
出典：ユネスコ 



 

12 

 

鈴木 地平 

また、チェコは世界第 2 位のビール消費国ですが、ビール
の原料はホップです。ジャテツとザーツホップの景観が世界
遺産に登録されました（図2-9）。これも2018年に一度、記
載延期の決議を受けていたと思いますが、推薦書を練り直し
て価値をシンプルに表現をして、今回、見事登録されました。 

記憶の場（Sites of Memory）の登録 
近頃、かなりカテゴリー化していると言ってもいいと思い

ますが、今回『記憶の場(サイト・オブ・メモリー)』が3件登
録されました。ルワンダのジェノサイドの現場（図2-10）、
ベルギーとフランスにある第一次世界大戦のメモリアル（図

図2-7 普洱の景邁山古茶園の文化的景観（中国） 
出典：ユネスコ 

図2-8 フラネカーのアイジンガ・プラネタリウム（オランダ）  
出典：ユネスコ 

図2-9  ジャテツとザーツホップの景観（チェコ） 
出典：ユネスコ 

 

図2-10 ジェノサイド記念碑：ニャマタ、ムランビ、ギソ
ジ、ビセセロ（ルワンダ）        出典：ユネスコ 

図2-11  第一次世界大戦の墓地等（西部戦線）(ベルギー／
フランス）                出典：ユネスコ 

図2-12  ESMA博物館と「記憶の場」―旧拘留・拷問・絶
滅秘密収容所（アルゼンチン）       出典：ユネスコ 
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2-11）、アルゼンチンのエスマ（図2-12）の３件です。サイ
ト・オブ・メモリーとは何かというと、人類の負の記憶、ある
いは近年の紛争・係争に係るサイトです。実は近年、この分野
は課題視されていました（図2-13）。2018年に、ベルギーと
フランスの共同提案で第一次世界大戦の墓地が推薦され、そ
して審議の場に出てきました。 
通常、世界遺産ですと記載か情報照会か記載延期、不記載と

いう結論が出ますが、そもそもこういう人類の負の記憶、近年
の紛争のような目も当てたくなくなるような出来事があった
場所を登録するということ、この分野は、はたして世界遺産条
約の範疇なのか、そもそも世界遺産の対象なのかどうかとい
うところから議論しようということになりました。その結果、
“adjourn”という、あまり聞いたことがありませんが世界遺産
の手続きの中に定義されている、議論据え置きという形にな
りました。 
その後、条約対象として扱うべきなのかどうかという議論

が重ねられて、2019年12月にはパリで専門家会議、2020年
2月にはイコモスの見解、2021年1月にはユネスコが依頼し
た研究成果が出されましたが、いずれの回答としてもこの分
野は条約の対象ではないということでした。しかし、前回のオ
ンラインで開催された第44回世界遺産委員会では、条約の対
象ではないからといって、われわれの埒外にしておくのか、世
界遺産条約が人類の軌跡を扱うものだとすれば、それはグロ

リアス・ヒストリーだけではなく、このような負の分野にも目
を向けるべきではないかという話がありまして、そこから再
度議論が行われました。条約の対象であるが、この分野を扱う
ときにはこのような観点、このような条件が必要であること
に気を付けることとして、昨年 6 月に一般原則が示されまし
た。 
今回の世界遺産委員会でイコモスの勧告とは違う登録とい

う結果が出た、あるいはこういう負の分野についての登録が
出てきたということをもって、これもやはり「世界遺産の政治
化」と言われる。ただし、先ほども言いましたように、今年の
委員国の発言などを見ていても、かつてはR（情報照会）やD
（記載延期）の勧告を I（記載）にするときに、どこかの大使
が「自分はその場所に行ったことがあるが、とてもいい所なの
で登録だ」というような理由になっていない発言で修文案が
出されて、登録になっていました。でも、今年の発言などを見
ていると、たしかにイコモスの評価はロジカルであり、しかし
イコモスが示している課題について締約国はこのように対応
している、しかも今回は2023年分だけではなく本来2022年
に審議すべきだった案件も含まれていましたので、この 1 年
から 1 年半の間に締約国はこのようなことに取り組んでいる
と言っており、だからこの資産はイコモスが指摘している課
題をクリアしているので登録がふさわしい、というロジック
で登録されていたのではないかと思います。 

その他 
その他の話題として、アジア・太平洋地域の定期報告につい

てのまとめもありました（図2-14）。その節は、とくに資産
をお持ちの自治体の方には回答に協力していただきありがと
うございました。それからもう一つ、後ほどの二神さんの話に
も出てくるかもしれませんが、今まで世界遺産の審議は 1 国
につき 1 件でしたが、1 件プラス過去に情報照会あるいは審
議延期の決議を受けたものについては、もう一つ審議できる
という作業指針の改定が短時間に行われました（図2-15）。
これもまた、ある締約国が数を増やしたいので押し込んでき
たのではないか、やはりこれも「世界遺産の政治化か」と言わ
れますが、こと今年の委員会を見ると、何か政治化では片づけ
られないような流れがあるような気がしました。これが今後5
年、10年続くかどうかは分かりませんが、ウオッチしていく
必要がありますし、私は政治化とは少し違う感じがありまし
た。 
来年の世界遺産委員会は、インドで開催されます。日本も引

き続き委員国として発言を続けていきます。以上、雑駁ですが
ご清聴ありがとうございました。今日の話は、すでに出ている
イコモスのインフォメーション誌や『月刊文化財』の 2 月号
にも詳細を掲載予定ですので、あわせてご覧ください。ありが
とうございました。 

図2-13  記憶の場をめぐる近年の動向 

図2-14  アジア・太平洋地域についての定期報告 

図2-15  第45回世界遺産委員会での作業指針の改定 
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講演要旨 

世界遺産条約の履行に関する作業指針（以下「作業指針」）
は世界遺産条約における様々な手続きについて定めた文書で、
実務者は、世界遺産登録推薦や保全状況報告などの際に必ず
参照しなければならない。作業指針は世界遺産委員会の決議
を反映し、定期的に改定される。2023年の改定では、過去に
登録延期や情報照会が決議された資産の再推薦は、各締約国
の年間1件の枠外とすることなどが定められた。 
ところで、世界遺産条約の戦略目標として「五つのC」が設

定されている。「Credibility（信頼性）」、「Conservation（保
全）」、「Capacity-building（能力形成）」、「Communication
（意思疎通）」、「Communities（コミュニティ）」の頭文字
で、このうち「信頼性」は、世界遺産一覧表登録資産が特定の
地域や分野に偏らないことを指すが、世界遺産条約や世界遺
産委員会の信頼性という意味でも用いられる。 
しかし、世界遺産委員会による近年の議論では、世界遺産登

録に固執するあまり、「保全」や「能力形成」、「コミュニテ
ィ」を軽視、後者の意味での「信頼性」がしばしば損なわれた。
一方で、関係締約国と事務局や諮問機関との間の「意思疎通」
の不足も、信頼性を損なう原因の一つと考えられた。推薦のプ
ロセスにおいて、関係者間の対話を通じた評価の改善は、自国
資産登録を目指す締約国の思惑とも合致、推薦書提出後のダ
イアログ、中間評価の提供、アップストリーム・プロセスの導
入といった、対話の機会を増やすための作業指針の改定が行
われてきた。とくに、2021年には推薦書提出に先立つ事前評
価制度が導入され、2027年2月1日締切で推薦書を提出する
（2028年登録を目指す）推薦から実施が義務付けられる。 
これらの改定には、すべての関係者の人的、財政的負担を増

す面もある。しかし、相互理解を深め推薦の改善を図ることに
は、会合の場での交渉によらず世界遺産登録の可能性を高め
るだけでなく、長期的に締約国の推薦や保全管理の能力を向
上する効果もある。今後の推薦にあたっては、対話の機会の活
用がこれまで以上に求められるだろう。 

キーワード：信頼性（credibility）、対話（dialogue）、事前
評価（preliminary assessment） 

講  演 

はじめに  

ご紹介ありがとうございます。東京文化財研究所の二神で
す。本日はよろしくお願いします。本日お話しする内容は、大
きく三つあります（図3-1）。まずは、世界遺産条約の履行に
関する作業指針の改定についてです。これは、先ほど鈴木調査
官が説明した内容です。それから本日のもう一つの本題、世界
遺産の5Cと、5Cに含まれる信頼性についてです。先ほど来、
政治化が起きているという話が出ていますが、信頼性の危機
と呼ばれることをどのように解決しようとしてきたのかとい
う流れについて説明します。そして、事前評価について話した
いと考えています。 
当初、本年の世界遺産研究協議会について相談をしたとき

には、作業指針が大幅に変わったので、作業指針について説明
し、最近のことだけを話そうかと考えていました。しかし、主
催者の金井さんから「ぜひ歴史についても話してほしい」とい
う依頼を受けました。時間が限られているのでそれほど長く
は話せませんが、おもに、私が世界遺産委員会の傍聴を始めた
2008年以降にどのようなことがあったか紹介したいと思いま
す。 
これだけでは出来事の紹介に過ぎませんので、最後に私た

ちが日本でどのようなことをしたらいいのかということにつ
いて少し考えたいと思います。以上の内容で、スライドを使っ
てお話しします。 

近年の作業指針の改定とその背景 
－対話と信頼性の確保のために－ 

 二神 葉子（東京文化財研究所 文化財情報資料部  文化財情報研究室長） 

図3-1 講演の流れ 
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2023年の作業指針の改定 
先ほどの鈴木調査官からの説明と同じですが、2023年、本

年の世界遺産委員会で改定された作業指針の内容です（図 3-
2）。以前、情報照会や登録延期を決議されたものは１か国あ
たり年 1 件のシーリングから除外されます。ですから、この
ようなものが含まれる場合には年 2 件推薦ができるという内
容です。このグラフに示されているとおり、世界遺産委員会で
勧告が覆されて登録になるものは年によって増減はあるもの
の概ね上昇傾向にあります。とくに2021年の審議分は100パ
ーセントが覆されているということがこの背景の状況として
あります。 
この一つの原因としては、年1件、全体で35件というシー

リングが厳しいため、これをたとえば登録延期あるいは情報
照会にしてしまうと、次が閊えているので、次の推薦が遅れて
しまうという事情があります。ですから、各国はどうしてもそ
の年に登録したいというプレッシャーを受けているのではな
いかということが背景として考えられます。そのようなプレ
ッシャーを少なくし、その結果、これから話す信頼性が向上さ
れるのではないかという狙いが改定にはあります。審議の総
数が35件というのは変わりませんし、この変更が締約国にと
って100パーセント良いというわけではなく、35件の枠をた
とえば年 2 件推薦する国があるなかで取り合わなければなら
ないという問題があります。あるいは、35件の中にマルチナ
ショナルな推薦が含まれるケースでは、これまでは除外され
気味だった資産が含まれているため、実は競争が激化すると
いう面もありますが、以上のような改正が行われました。もう
一つの改正は、ユネスコと世界遺産のロゴが変わったこと、そ
れから使用条件が少し変わったことがあります。配布資料に
ある北海道・北東北の縄文遺跡群のパンフレットに最新のロ
ゴが使われていると思いますので、どこが変わったのかご覧
ください。 

世界遺産の５Cs 
5Cs とは、世界遺産条約の戦略目標といわれているもので

す（図3-3）。このうちコミュニティ以外の四つのCは、2002
年のブダペスト宣言に記載されていますが、2007年にニュー
ジーランドで開催された世界遺産委員会では、開催国にマオ
リ族が先住していることもあって、コミュニティを加えるこ
とになりました。そこで現在、五つのCが戦略目標になって
います。この中で、一番上に信頼性（Credibility）とあります。
元来この信頼性は、代表的で地理的バランスの取れた世界遺
産リストを意味していました。それまでは、世界遺産一覧表に
登録されていた資産は、ヨーロッパのもの、あるいは宗教建築、
あるいは石造の遺産が大半を占めていました。それを解決し
ようというのが、次のスライドで出てくるグローバル・ストラ
テジーの一つの目標です。そのため多様な地域、多様な種類の
世界遺産を登録しようということが元来の意味でしたが、次
第に別の意味が付加されてきています。 
先回の世界遺産委員会でも、ある国、もしくは諮問機関から、

2010年頃から世界遺産委員会、世界遺産リストの雰囲気が政
治的になってきたことが指摘されました（図3-4）。その指摘
は、私の感覚とも大体合致します。それは、単に委員国が権利
を主張しはじめただけとは言い切れません。それもあります
けれども、先ほど言及したグローバル・ストラテジーのもとで
推薦される資産の多様性が増してきたことが挙げられます。
それまではヨーロッパにある石造の宗教建築を評価していれ
ばよかったけれども、さまざまなものが推薦されるようにな
ってきました。また、単独のサイトを推薦するのではなく、共
通の性質をもつものをひとまとまりとして提案する、あるい
は複数国による国際協力に基づいて推薦することが望ましい
という傾向になっています。そのようになってくると、推薦書
を作る難しさが増します。 
また、保全管理がOUVに含まれるようになったことから、

保全管理に関してさまざまな要件が満たさなければならなく
なりました。たとえば、先ほど戦略目標の中にコミュニティが
あると説明しましたが、そこでコミュニティがどのように関
与しているのかという記述をしなければならないようになり
ました。あるいは、モニタリング、それから次の発表のテーマ

図3-2 作業指針の最新の改正 

 

図3-3 世界遺産条約の戦略目標 
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であるHIAなど、当初の制度にはなかった作業が求められる
場面が次第に増えてきて、そろそろ作業指針に記載されるの
ではないかという状況になってきました。保全管理に関して
も、記載すべき事柄が増えてくると推薦書を作るのも難しく
なりますし、また評価の難度も上がります。 
資産の内容が複雑になる、多様になると、その地域あるいは

その分野の専門家が少ない、もしくはいないという状況が起
こります。そうなると、推薦書の審査に十分なスキルを持って
いる専門家がはたして対応しているのだろうかという疑問が
締約国にも生じてきます。さらには、先ほど説明したとおり年
間の審議件数が次第に減っており、以前は45件だったものが
現在は35件になっています。ですから、後ろが閊えているた
め早く登録したいという希望がいっそう強まります。評価の
内容に疑問を持つだけでなく、残念ながら最近は、評価される
こと自体気に入らないという委員国の発言も耳にします。 
そうなると「世界遺産委員会は万能なのだから、世界遺産委

員会で外交的に努力をして覆せばいいのではないか」という
ことになり、評価が覆されていくという現状になっていると
私は理解しています。すると、登録された世界遺産が本当にし
っかりとした調査に基づいて登録されたものなのか、しっか
りとした保全管理がなされているのかという疑問を抱かせま
す。このことが、信頼性の危機ではないかと考えています。 
登録されたので、良いことではないかと思うかもしれませ

んが、これでは守るべき価値が何なのかがはっきりしない状
態で登録されたことになります。実際に、いざ保全管理に関す
る報告を出す段階で、報告書に記載すべき事項、つまり、登録
の際に改善を求められ、その後の対応状況を記載すべき事項
が関係者に理解されていなかった国も残念ながら実際に目に
しました。そうなると、その後は危機遺産登録、あるいは抹消
の恐れが自分に跳ね返ってくるかもしれません。ということ
で、何も良いことがないわけです。 
世界遺産一覧表、世界遺産リストへの登録推薦の評価に関

しては、まずは推薦書が第一の根拠となります（図3-5）。そ

のため、推薦書には関連情報がすべて含まれている必要があ
ります。また、情報源との相互参照が可能でなければなりませ
ん。作業指針には、情報があればそれに対する情報源を示さな
ければならないと書かれています。諮問機関、あるいは諮問機
関が依頼した専門家は、推薦書を根拠に評価を行います。した
がって、基本的には推薦書にすべての情報を盛り込む必要が
あります。また、情報の根拠があることが大原則です。どのサ
イトのデスクレビューを行ったのかは絶対に言えませんが、
最初の評価として、イコモス会員やその他の専門家がデスク
レビューを行います。その際、まずは推薦書から何が読み取れ
るのかを書かなければなりません。ただし、先ほど言及したよ
うに、すべての分野の専門家、すべての地域の専門家がいるわ
けではありません。ましてや、自国の推薦の評価はできません。
こうした理由から、推薦書を読んだだけでは締約国が言いた
いことの理解にどうしても不足が生じます。 
その場合に、何をするのかということになります。2007年

に世界遺産一覧表に登録された石見銀山については、世界遺
産委員会での審議の前に補足説明を行ったそうです。当時、私
は世界遺産委員会に関わっていませんでしたので詳しい状況
は知りません。当時の事情を、本日、西さんに聞こうと思って
いましたが欠席されています。 
ご存じの方が多いかもしれませんが、このとき石見銀山に

対しては登録延期という勧告が出ていました。世界遺産委員
会では、日本の推薦に対してそれまで登録延期の勧告が出た
ことはありませんでした。延期の勧告が出たのは初めてのこ
とで、勧告が出る前であれば追加情報を出せたけれども、すで
に出せない段階に入っていたこともあり、世界遺産委員会、委
員国に対して補足説明を行いました。その際、大部の 110 ペ
ージにわたる補足説明の資料を作り、委員国にも働き掛け、登
録決議になったそうです。当時の経緯を紹介した、県を擬人化
したマンガ『うちのトコでは』には、ここに「イコモスの方は
石見銀山のことをよく分かっていないようなので、補足説明
として作った」ですとか、「世界遺産委員会のルールで決まっ

図3-4 世界遺産一覧表登録推薦をめぐる状況 図3-5 世界遺産一覧表登録推薦の評価 
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ていたものではなく、日本独自の判断でこのような説明を行
った」ということが書かれています。 
では、この補足説明がどうなったかというと、現在ではファ

クチュアルエラーの指摘を提出する制度があります（図3-6）。
確証はありませんが、私は2007年の補足説明あたりが最初で
はないかと思っています。ファクチュアルエラー、事実関係の
誤りの指摘が次第に長文となり、今から10年前の2013年に
は、186ページにわたるファクチュアルエラーの指摘も確認で
きます。これは大変だということで作業指針が改正され、この
書式が定められました。これは、事実関係の誤りに基づいて諮
問機関が評価をしていると考えられる場合には、このような
箇所が違っていると締約国が指摘できることを制度化したも
のです。ファクチュアルエラーの指摘は、世界遺産委員会の会
合の14日前までに提出するというルールになりました。 

関係者間の対話促進のための方策 
さらに、みなさん最近「ダイアログ（対話）」についてよく

耳にすると思います（図3-7）。先ほど、鈴木さんから説明が
あったドーハで開催された第 38 回世界遺産委員会のときは、
委員国の反応が非常に強烈だったと記憶しています。一部の
委員国から諮問機関が行うデスクレビューや現地調査で不明
点が生じた際に、締約国に質問する場合としない場合がある
のではないか、全ての国に聞かないのは不公平ではないかと
いう指摘がありました。これに対して諮問機関は、締約国に対
して情報照会をするのは、情報が得られて情報照会勧告だっ
たのを記載勧告に変えられるという、勧告を変える場合や、情
報をもらい、検討し、検討の結果が出せる時間的な余裕がある
場合に限られていると答えました。また、通常の検討期間では、
対応が間に合わないほど変更が多くなる可能性がある、ある
いは情報がないことが分かっている場合には、情報照会は行
わないと答えています。これは、私も当然だと思います。 
これに対し、納得できない、必ず情報照会を行うようにして

ほしいという要求が一部の委員国からあり、一部が決議にも

盛り込まれました。このときは、諮問機関は信用できないので、
第三者機関が別に評価を行ったほうがよいのではないかと主
張する委員国まで出て、審議は非常に荒れました。しかし、だ
いたい世界遺産登録の審議が終わると、みな我に返ります。そ
こで、このような会議の信頼性が落ちるような対応はよくな
いので、正常化するための検討を行うことになり、その結果、
翌年 2015 年の世界遺産委員会ではこのような制度ができま
した（図3-8）。具体的には、諮問機関の評価手順について追
加情報の要請という項目が盛り込まれました。追加情報や既
存の情報に説明が必要な場合には、世界遺産一覧表登録のた
めの要件を満たすための方策を探るために、これはイコモス
に関するものなので、イコモスは締約国とダイアログ、つまり
対話を始めるという規定が盛り込まれました。また、諮問機関
には審議を行う年の1月30日までに締約国に対し、評価に関
するあらゆる状況の概要、補足情報の要請の詳細を記した短
い中間報告の送付を要請しました。このときから中間報告が
始まりました。また、諮問機関の検討方法も透明化したほうが
いいということで、最終的に世界遺産一覧表に掲載するかど
うかという評価、つまり勧告を定めるための諮問機関の「パネ
ル」という小さな会議体の開催時期や評価方法など、手順の詳

図3-6  事実関係の誤り（Factural errors）の指摘 図3-7 「ダイアログ（対話）」の導入 

図3-8  2015年の作業指針の改正 
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細をあわせて記載することになりました。このようにして、締
約国とのダイアログ、また1月30日までの中間報告という意
思疎通の機会が制度化されました。あわせて評価方法の透明
化も図り、諮問機関が何をしているのか分からないという状
況をなくし、評価の信頼性の向上を目指すという改革、つまり
作業指針の改正が2015年に行われました。 
次は、アップストリーム・プロセスの説明です（図 3-9）。

アップストリーム・プロセスに関しては、対応した自治体の方
はご存じのことでしょう。これは、事前評価や推薦書の作成に
先立って自主的に行われる助言、相談、分析のことで、作業指
針の121段落に明記されています。基本的な考え方としては、
推薦の準備に至るまでの過程においてガイダンス、助言、人材
育成の支援を世界遺産センターや諮問機関が締約国に対して
直接提供できるというものです。アップストリーム・プロセス
の実施時期については、アップストリーム、つまり川の上流と
いう意味のとおり効果を上げるには初期段階から行うことが
必要であるといわれています。初期段階とは、暫定一覧表を作
成する、あるいは更新する時期です。暫定一覧表登録の後でも
いいですが、事前評価の前でなければならないといわれてい
ます。アップストリーム・プロセスは、基本的には机の上での
評価、書類で評価する方法がとられますが、現地調査、ワーク
ショップを行うこともできます。これは、評価の過程で深刻な
問題が生じる、つまり世界遺産一覧表登録の可能性が低いよ
うな推薦を極力減らすという目的で行われています。 
アップストリーム・プロセスについては、ただいま説明した

とおり、直接に助言を得られるという利点があります（図 3-
10）。このパワーポイントではぼかしていますが、たとえば外
国の専門家から助言を得る場合、その方たちは世界遺産の制
度に詳しいかもしれないけれども、その年は評価に関わらな
いかもしれません。また、本当に最新の情報を知っているのか
どうか分からないという場合もあるかもしれません。しかし、
アップストリーム・プロセスでは、まさに今、推薦の評価に関
わっている専門家から直接に助言を得られるという利点があ
ります。 
ただし、デメリット、おもにはわが国に対するデメリットも

あります。暫定一覧表の作成時に行うべきであると記されて
いるとおり、推薦準備の非常に初期の段階で行うことが前提
とされています。ですので、この推薦書で大丈夫かどうかとい
うような、いわば推薦書の答え合わせをするような制度では
ありません。また、実施件数については、年に10件程度と定
められています。この数字は非常に少ないため優先順位が設
けられます。したがって、経験や財源が乏しい低開発国や島嶼
国といった国々への適用が前提であり、おそらく日本まで順
番が回ってこないと考えられます。そういった理由から現在
のところ、内容についても枠組みについても日本には適用し
にくい制度だと思われます。 

話の流れとして、アップストリーム・プロセス導入の経緯を
この段階で書いたのには理由があります（図3-11）。2008年
のケベックでの世界遺産委員会において、現行の推薦プロセ
スの改善や強化としてアップストリーム・プロセスという言
葉が出てきたようです。ついで2010年にはプーケットで会合
があり、その成果を受けて第34回世界遺産委員会がパイロッ
トプロジェクトとして10件ほどのサイトについてアップスト

図3-9 アップストリーム・プロセス 

図3-10 アップストリーム・プロセスの利点と課題 

図3-11 アップストリーム・プロセス導入の経緯 
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リーム・プロセスを行うように要請しました。それからさまざ
まなことがあり、2017年にアップストリーム・プロセスが制
度化されました。しかし、その手前の2014年に委員国側が疑
義を呈し、推薦書の評価期間を 1 年延長することが提案され
たという経緯があります。これに対してフィリピンのように
強い同意を示した委員国もありましたが、登録が１年遅れる
という印象が嫌がられ、そのときは採択が行われませんでし

た。ただ、推薦者の評価期間を1年延ばすという構想は、この
ように今から10年ほど前に出ています。 

2018年にアップストリーム・プロセスの制度がほぼ確立し
たのと同時期に、世界遺産一覧表のバランスと信頼性を回復
させるための措置として、推薦プロセスを改革することにな
りました（図3-12）。その際に、締約国と諮問機関の対話の
強化を目的として、2段階の推薦プロセスを導入することが原
則として支持されました。これを受けてドラフティンググル
ープが結成され、およそ 2 年かけ作業指針の全体の見直しが
行われました（図3-13）。おもな改正点は、事前評価に関す
るものでしたが、それに関連しない内容についても手が加え
られました。たとえば、多くの方が分かりにくいと思っていて、
私も分かりにくいと思っていたアトリビュートに説明が加え
られています（図3-14）。アトリビュートは、本当に分かり
にくいです。私が世界遺産に関する百科事典の原稿を依頼さ
れた際、アトリビュートの担当になり、一生懸命に多くの資料
を調べてようやく理解できました。しかし現在では、そのよう
なことをしなくてもアトリビュートが分かりやすく記述され
ています。かいつまんで言うと、保全管理の対象となる具体的
なものやことをアトリビュートとして定義し、例を具体的に
示しています。私は、アトリビュートとOUVの関係が非常に
分かりやすくなったと思っています。そのような改善が各所
でなされているので、作業指針は必ず最新のものを参照する
ようにしてください。 

事前評価について 
事前評価に関しては、文化庁でもさまざまな文書を公表し

ているので、みなさんはよくご存じだと思います。この、暫定
一覧表への登録から推薦書提出の間の段階に事前評価を入れ
たいということですが、正確に述べると、すでに入りました。
また、事前評価は、推薦書提出の少なくとも 1 年前には終え
ておくことになります。ですから、従来は推薦書の提出から決
議までに 1年半ほど要していましたが、それにプラス 2 年強
で全体として 4 年程度かかるようになった、ということが時
間的な変更点です（図3-15）。 
事前評価は、アップストリーム・プロセスとそれほど変わら

ないように見えますが、対話や推薦の可能性についての確認
が強化され、見込みのない推薦の場合には早めに見切りをつ
けることで無用な労力をかけずに済むようになりました（図
3-16）。一方、アップストリーム・プロセスと大きく違う点は、
義務であることや、現地調査などを行わずにデスクレビュー
のみであることなどが挙げられます。また、事前評価の結果は
5年間有効であり、結果によらず推薦書を作成するかどうかは
締約国が決めることができます。詳しくは作業指針をご覧く
ださい。 
事前評価の利点としては、推薦書を提出する前に海外の専

図3-12 作業指針改定に係る検討（Decision43 COM 12） 

図3-13 2021年の作業指針の改正 

図3-14  変更の例（推薦書2.a推薦資産に関する記載） 
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二神 葉子 

門家から助言を得られることが挙げられます（図3-17）。締
約国の関係者は、世界遺産一覧表への登録に至るまでにさま
ざまな知識を得られるので、それが締約国の能力向上につな
がるのであれば、まさに世界遺産条約の目的にかなうといえ
ます。一方、デメリットと言ってよいのかどうか分かりません
が、実施義務があるため、たとえば自分で推薦書を作成するこ
とができる場合には、単純に時間もかかるし、労力もかかって

しまいます。しかしながら、推薦書の作成や保全管理に関し、
これからその能力を高めなければならない国が多い中では、
このような事前評価で対話が強化されることで世界遺産条約
の履行の適切化がもたらされるのではないかと感じています。
事前評価は、本年始まったばかりなので、これから展開を注意
深く観察しなければなりません。先に適用されたみなさんに
は、どのようなことがあったのか教えていただきたいと思い

図3-15  推薦～評価の手順の変更 

図3-16  事前評価の概要（作業指針122段落） 

図3-17  事前評価の利点と課題 

図3-18  世界遺産条約履行における対話の促進 

図3-19  無形文化遺産保護条約における検討の成果 

図3-20  尾池ユネスコ日本政府代表部大使の発言 
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ます。 
このようにして世界遺産条約の履行において対話の促進が

図られることは、関係者には肯定的に受け取られていますが、
対話を求める理由は立場によってさまざまです（図3-18）。
推薦書を提出した国は、説得して世界遺産一覧表への登録に
至るために対話を求めますが、諮問機関あるいは世界遺産セ
ンターは、推薦の質を向上させることで世界遺産一覧表の信
頼性を高めたいという狙いがあります。対話の継続的な実施
によって長期的には能力が向上できるのではないか、あるい
は作業指針を全体的に検討したことで推薦の手続きや評価が
透明化されるのではないかという点も挙げられます。そのよ
うに全てのことが透明化され、能力が向上することで、信頼性
の向上が図られることが利点として考えられます。 
このような制度改革の検討は、世界遺産条約だけではなく、

先ほどボツワナに行ったという紹介がありましたが、その政
府間委員会が12月に開催された無形文化遺産保護条約でも行
われています（図3-19）。そして、なんと今年、提案された
案件のすべてが肯定的な評価だったという事件が起きました。
これは、規則改定の端境期にあるということも理由ではあり
ますが、提案書の質が向上してきたこともあります。世界遺産
ほどではありませんが、一応はダイアログ・プロセスという締
約国と評価機関その対話の場があり、その結果、提案内容が改
善されたのではないかと思います。このときは、会議がまった
く政治化することなく進み、予定より始まりが１日遅れたの
に 1 日早く終わりました。全部が記載勧告になると、このよ
うなことが起こると思った次第です。 
先ほど金井さんが趣旨説明でお話しされたので詳しくは説

明しませんが、今回の世界遺産委員会で、現在のユネスコ日本
政府代表部の尾池大使から発言がありました（図3-20）。い
わく、「『あなたの国の資産は危機遺産にしますよ』といった
連絡が会議直前にあるようでは、専門家の関わる余地がなく
なってしまい、外交官の出番になってしまう。外交官が議場を
走り回り、危機遺産にしないように頼むという事態は正常な
状態ではないので、保全状況報告の評価内容も事前に知らせ
てほしい」という内容でした。これに対しては、「期日どおり
に提出された保全状況報告はわずか 15 パーセントほどであ
り、どうしても間際になる」という説明が世界遺産センターか
らありました。そのような課題を外交官の方がきちんと指摘
してくれたことは、私は非常に良いことだと思いました。世界
遺産一覧表に登録してほしいからではなく、信頼性を高める
ために対話の機会を設置してほしいという提案は、非常に前
向きな意見だと感じた次第です。 

私たちの対応は？ 
最後になりますが、私たちが事前評価に対してどのような

ことができるかということは、事前評価が始まったばかりな

ので、これから考えていかなければならない問題だといえま
す（図3-21）。必須の手続きが増えるので登録までの時間が
かかる面はありますが、推薦書を作る前に海外専門家から意
見を聞く機会が公式に得られる効果もあります。ですから、も
しかすると推薦書作成の効率化が進むかもしれません。そう
であれば、国内推薦候補を決める、あるいは推薦書を作る手続
きの中にどのように組み込んでいくのかを検討する必要があ
ると考えています。 
また、新たに透明化が進んだ作業指針ができたことで、限ら

れた専門家しか作成できないようなものではなく、手順を踏
めばできあがるような推薦書になってきているのではないか
と思います。これに関しては、もしかしたら現場の方は違う意
見をおもちかもしれませんが、少なくとも推薦書を見る限り
ではそのように感じています。基本は推薦書ですが、対話によ
り知識の差、経験の差を埋めていく手法が次第に確立してき
ました。さらには、たとえば、ウェブによる推薦に関連した情
報発信や、推薦のプロセスをすでに経験した国内の関係者と
の情報交換なども必要であると思います。先ほど金井さんが
お話ししたとおり、この研究協議会に協議という名称を意識
的に付けているのは、相互の情報交換をしてほしいという希
望が込められているからです。ぜひ、この場を使っていただけ
ればと思います。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとう
ございました。 

図3-21  事前評価に関するこれからの課題 
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講演要旨 

現在、遺産影響評価が世界遺産の保全の主たるツールとし
て議論されていることは、広く知られている通りである。そう
した中、これまでその主たる参照資料であったイコモスによ
るガイダンス文書の第２版「世界遺産の文脈における影響評
価のためのガイダンス及びツールキット」が、ユネスコ、イク
ロム、イコモス、IUCNにより、自然遺産を含む世界遺産全般
にわたるものとしてとして2022年に刊行された。さらに、文
化庁はその日本語仮訳を作成し、国内の幅広い関係者が参照
できるようにウェブ上で公開している。 
遺産影響評価が、世界遺産のより良い保全を意図して言及

されるようになってきたことは疑いないが、個々のケースは
ともかくとしても、全体としては保存と活用、規制と自主的判
断、幅広い関係者、とくに専門家の関与の在り方など様々な観
点において整理が必要となってきていることも事実であろ
う。また、世界遺産が時として国内の文化財の在り方にも影響
を及ぼしてきた事を考えると、遺産影響評価の「影響」が国内
にどのように及ぶのか（あるいは及ばないのか）についても注
視してゆく必要がある。 
こうした問題意識のもと、本発表では、この新たなガイダン

ス文書の内容、とくに第１版からの変更点と注目すべき点を
振り返りつつ、世界遺産という枠組みの中で遺産影響評価が
注目されるに至った背景、その現状、今後の方向性を考える。
また、世界遺産研究協議会という機会を利用して、自治体職員
のみなさんを中心とした様々な国内関係者の間で、遺産影響
評価に関わるノウハウの共有が図られることも期待したい。 

キーワード：遺産影響評価、ガイダンス、世界遺産の保全 

講  演 

はじめに  
急遽、別件で西さんが本日は来られなくなり、私がピンチヒ

ッターを務めます。西さんから詳細な台詞をもらっています
ので、一言一句間違えないように読み上げたいと思います。 
こちらは、インドネシアのボロブドゥールです（図 4-1）。

実は、ここで開発事業が進んでおり、道路の拡幅や近辺の舗装

を不適切に行っているという課題があったと記憶しています。
先ほど、本年の世界遺産委員会での保全状況審査の話もしま
した。その中でも審議の対象となり、これも詳しく審議された
案件でした。 
最終的な決議文で、さまざまなことについて言及されてい

ます（図 4-2）。たとえば、 “Deeply regrets that, despite its 
previous requests…”といった具合に、注意したのにもかかわ
らず開発事業が進んでいることに対して深い遺憾の意を表す
るということがパラグラフ３には記されています。ここで出
てくるのが、本日のポイントである遺産影響評価です。さらに、
勧告決議のパラグラフ5では、“Further requests the State Party 
to duly implement the revised HIA…”ということなので、HIA
をしっかりと実行せよという話がここでも出ています。ここ
で言及されているのが、“in accordance with the newly provided 
Guidance and Toolkit for HIA…”ということになっています。
さらに、パラグラフ7でも念入りに言及されており、いま「売
り出し中」なんです。HIA のツールキットがあるからそれに
沿って行うように、という話が出ています。 
 先ほどのパラグラフ5です（図4-3）。再度強調しますが、
新しいHIAのツールキット、ガイダンスが出たからそれに合
わせてしっかりと遺産影響評価を行うようにと、非常に強調

世界遺産の文脈における影響評価の 
ためのガイダンス及びツールキット 

 鈴木 地平（文化庁 文化資源活用課 世界文化遺産部門  文化財調査官） 

図4-1 ボロブドゥール寺院群（インドネシア） 
出典：ユネスコ 
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されています。これはボロブドゥールだけではなく、さまざま
な世界遺産の決議文の中にHIAあるいはガイダンス、ツール
キットが出ています。イコモス、ユネスコとしても、大売り出
し中です。 
 そのガイダンス及びツールキットにどのようなことが書い
てあるかということにつきまして、福岡県で一昨日まで行わ
れたイクロムによる遺産影響評価の研修プログラムをご覧に
なった全国の担当者もいると思います。どの点を注意すべき
か、どの点が新しいのか、とくに2011年にイコモスが出した
前回の遺産影響評価のガイダンスにはなかった考え方をお話
しします。 
 冒頭に、金井さんからもガイダンス、ツールキットの説明が
ありましたように、本年 4 月に文化庁が日本語版を出しまし
た。2011年に出されたイコモスガイダンスの念頭には、基本
的には昔ながらの世界遺産、つまりモニュメンタルなもの、古
くて大きく、立派な建物、遺跡がありました。しかし、それで
は、とくに最近登録されているような文化的景観であるとか、
あるいは IUCNでも遺産影響評価ガイダンスを出しているの
ですが、自然遺産と文化遺産を一緒に扱う世界遺産条約につ
いて IUCN、イコモス、イクロムが共同してガイダンスを出し
たことには一つの意義があるのではないかと思います（図 4-
4）。この左肩にはリソースマニュアルと記載されていますが、
実はリソースマニュアルシリーズといいますか、世界遺産条

図4-2 ボロブドゥール寺院群に関する勧告決議文 

図4-3 ボロブドゥール寺院群に関する勧告決議文 
（パラグラフ５） 

図4-4 世界遺産の文脈における影響評価のためのガイダ
ンス及びツールキット（表紙） 
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約に関するさまざまな参照文書が出ています（図4-5）。たと
えば、推薦書の作り方や文化遺産のマネジメントの進め方、災
害・防災に関するマネジメント、そして今回のHIAの方法な
ど、さまざまなリソースマニュアルが出ています。一部は文化
庁で和訳し、ウェブページにも載せています。また、つい最近
では、Enhancing Our Heritage Toolkit 2.0が出ました。ここ
にも、管理に関する指針が書いてありますので参考になるの
ではないかと思います。 
 お話しする内容は、遺産影響評価をめぐる全体的な枠組み
を踏まえてから今回のガイドラインの中身に立ち入り、最後
に課題といいいますか、考えることをお話しできればと考え
ています（図4-6）。 

遺産影響評価をめぐる枠組み 

条約上、さまざまな段階、さまざまなプロセスで枠組みとい
う形になっています（図4-7）。一番基本になるのが世界遺産
条約です。そのなかに、「締約国は自国にある遺産を守る責務
を有する」ということが書かれています。そして、私たちが日
常的に参照しているのは作業指針です。 

この作業指針の中で明確にHIAの必要性を定義しているの
は、118bisです（図4-8）。これは、たしか2021年の改定で
入ったと記憶しています。OUVに影響を与え得る事業を行う
場合には、Environmental Impact Assessment（環境影響評価）
であるとか遺産影響評価、Strategic Environmental Assessment、
SEA と呼ばれる戦略的影響評価を行うことが明確に記載され
ています。 
 もう一つ基本になるのが、この世界遺産委員会の決議です。
世界遺産条約は法律ではありません。とくに罰則もありませ
ん。それではどのように動いているか、何を原理としているの
かというと、やはり前例主義、判例主義です。過去に行われた
決議が次の判断のベースになるという意味で、各世界遺産委
員会での決議がその時期における世界遺産委員会、あるいは
諮問機関の考え方を表しますし、それがベースとなり次の判
断が下されます。ですから、先ほどボロブドゥールを例に挙げ
たとおり、このガイダンス、新しいツールキットにのっとり遺
産影響評価を行うことは、今後しばらく続くことは間違いあ
りません。 
 ちなみに、HIA自体が作業指針に入ったのは、先ほど2021
年と申しましたが、この判例主義というのはさらにさかのぼ
り、実は2011年の平泉の登録のときにはすでに遺産影響評価
が入っています。 

図4-5 世界遺産条約に関する参照文書 

図4-6 講演本題の内容 

図4-7 世界遺産条約上の枠組み 

図4-8 作業指針パラグラフ118bis 
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そして、参考となる文書としては、先ほどのツールキットも
そうですし、日本では 2011年のイコモスのHIAガイダンス
に基づき遺産影響評価のための参考指針を出したのが、たし
か 5 年ほど前だったと思います。新しいツールキット、ガイ
ダンスが出たので、その参考指針も改定の必要があると考え
ています。 
 ここでは、とくに遺産影響評価を日本国内で運用していく
ために、近年では世界遺産の推薦書には必ず付ける包括的保
存管理計画の中でHIAの考え方、仕組み、必要性を盛り込む
ようにしています（図4-9）。ですので、最近の資産でいえば
百舌鳥・古市古墳群は入っていたかどうか覚えていませんが、
北海道・北東北の縄文遺跡群はすでに包括的保存管理計画の
中に入っています。 
もう一つは、ここに中間報告と書いてありますが、一昨年の

3月に文化審議会から出た第一次答申になります。遺産影響評
価が必要ということについては、令和 3年 3月に文化審議会
から第一次答申として出た今後のわが国における世界遺産の
考え方にも明示されています。以上が、世界的な枠組み、国内
の枠組みでした。 

改訂版ガイドライン 

では実際に、改定版ガイドラインがどのような形になって
いるのかについて説明します（図4-10）。今回、お手元にハ
ンドアウトを用意してもらいましたので、あわせてご覧いた
だければと思います。最初に一般原則が明記されています。あ
とは世界遺産のルールの説明、影響評価という流れになって
います。実際の実用的な部分は、第6章に当たります。後から
また出てきますが、このガイダンスの中では11の遺産影響評
価のステップが表示されていまして、その一つ一つについて
第 6 章では解説されています。個別については、また後で見
ていきます。 
 まず、第2章の「原則」です（図4-11）。結構、恐ろしい
ことが書いてあります。1番には、条約に署名したからには世
界遺産を守る義務を有する、という脅しのような文章から入
っています。2番、遺産影響評価は何かを規制するものではな

く、いま国連でも推し進めている持続可能な開発と遺産の保
全を両立させるものである、という内容が明記されています。
5番では、影響が及ぶ可能性がある行為の前にくわえ、その工
事あるいは事業の最中、あるいは本当に事前に評価したとお
りその影響がなかったかどうかという事後のモニタリングが
必要ということも記されています。また、当然ですが、専門家
が行わなければならないとも書かれています。遺産影響評価
は専門家、あるいは行政だけではなく、広く関係者を巻き込ま
なければならないとも明記されています。これは非常に難し
いです。以上のようなことが「原則」のところで示されていま
す。それぞれに書いてある内容は、とくに第 6 章でも一つず
つ出てきますが、まず冒頭で11カ条の原則が述べられている
のが第２章になります。 
 そして、第 3 章では世界遺産の、ある種ルール説明が示さ
れています。先ほどの二神さんの話でも出てきたアトリビュ
ートについても解説されています（図4-12）。私は、ここに
記されているアトリビュートの説明が分かりやすいと思いま
す。端的にいうと、その遺産の何がすごいのか、なぜその遺産
がすごいのかということが OUV だとすると、アトリビュー
トは何を見ればそれが分かるのかということを表している、
と明記されています。そのアトリビュートを見ればその遺産

図4-9 国内での方向性 

図4-10 改訂版ガイドラインの目次 
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の OUV が分かるということであれば、保護の対象も自然と
このアトリビュートが直接の対象になってくるという理解で
いいのではないかと思います。 
 このツールキットではブルーシー海洋公園とヘリトポリス
旧市街地という、あたかも複合遺産のような架空の遺産が事
例として挙げられています（図4-13）。その中でOUVに下
線を引いて、アトリビュートを斜字体にしていますが、ここで
はマーカーで色を付けています。たとえば、下線部のOUVが
世界でも重要な生態学的特徴がある地域であるとか、絶滅危
惧種に指定されているオレンジジュゴン云々とかいった価値
が文章で表されています。一方、アトリビュートは何を見れば
それが分かるのかというようなことなので、単語になってい
ます。たとえばヘリトポリス、その建築様式、都市配置である
とか、これは価値と重なりますがコミュニティです。そういう
ような価値が文章の形態を取りがちなのに対し、アトリビュ
ートはどちらかというと単語の形態に親和性があるのではな
いかと思います。 
 ここにまた難しい話、wider settingが書いてあります（図4-
14）。先ほどの作業指針118bisでは、HIAは世界遺産の範囲、
あるいは緩衝地帯についてはもちろんのこと、その資産の
wider setting における影響も評価すべきであるという形にな
っています。 

では、このwider setting とは何かというと、ありていに言
えば真ん中に遺産たる世界遺産があり、その周辺に緩衝地帯
があります（図4-15）。概念的には緩衝地帯も含むのでしょ
うが、それよりも広範な範囲が wider setting になります。よ
く分からないですね。このwider setting まで評価の対象にな
るのならば、推薦書で緩衝地帯を設定している意味がどんど
ん薄れるのではないかと思っていましたし、現在も半ばその
ような気がしています。先般、福岡で行われた遺産影響評価の
研修の中で、担当の正田さんが「wider settingとは、たとえば
池の中に石を投げたときに広がる波紋だと理解すれば分かり
やすいのではないか」とお話しされていて、面白いと思いまし
た。開発行為というアクションがあり、その影響が波紋として
広がります。その波紋が広がる範囲が wider setting と考えて
いいのではないかとおっしゃっていて、なるほどと思いまし
た。この真ん中に世界遺産があり、その周りを緩衝地帯が囲み、
それよりも広い範囲がwider setting だという考え方は、遺産
を一つの中心とした価値の広がりという観点で捉えることが
できると思います。たとえば、開発行為という影響を与え得る
行為の方を中心に考えると、そこから広がる波紋は、もしかし
たら緩衝地帯の手前で止まるかもしれませんし、緩衝地帯に
は入ってくるかもしれないけれども、世界遺産の手前で止ま
るかもしれません。そのときには影響はありません。しかし、

図4-11 ガイダンス第２章の原則（p. 7） 

図4-12 属性/アトリビュートの説明（p. 12） 
 

図4-13 顕著な普遍的価値の言明の例（p. 12、抜粋） 
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大きな石を投げたときに大きな波紋が世界遺
産の中まで及んでくるとすれば、それは影響
を及ぼしていることになるので、その影響は
評価しなければなりません。行為ベースの視
点に立つと、たしかにwider settingというも
のが理解しやすいと思いました。 
さらに、このルール説明の箇所には持続可

能性に関する話も入っています（図 4-16）。
ユネスコも国連の一機関なので国連全体で目
指しているサステナビリティーとは切っても
切れない話であると思います。 
 第 4章に入ります。第 4章では、先ほど言
及した11のプロセスが非常にクリア、あるい
は非常にシンプルなチャートとして示されて
います（図4-17）。それぞれの項目にあるス
クリーニング、スコーピング、実際の評価の部
分、そしてそれを報告書にまとめてフォロー
アップ、モニタリングを行っていくという、そ
れぞれの段階に応じて 1 番から 11 番までの
段階が示されています。それぞれ実施者が締
約国であったり、評価チームであったり、また
はモニタリングが締約国であったりと、この
辺りは資産によって、あるいは国によって変
わる部分かもしれません。ガイダンスとして
はこのようなものが示されています。 
また、戦略的環境評価（SEA）と遺産影響評

価（HIA）の違いも解説されています（図 4-
18）。SEAとは、何かが起こる前に行うもの
であるのに対し、HIA や環境影響評価は、ど
ちらかというと事業ベースであるものと思い
ます。そのようなSEAなどの考え方もこのガ
イダンスには出ています。 
 第 6 章の中では、それぞれのステップごと
に解説されています。その中でも注目すべき、
注意すべき部分を紹介します。まず、この累積
的影響ということが書いてあります（図4-19）。
たとえば、ショッピングセンターを造る事業
がある場合、ショッピングセンターの規模や
位置、デザインだけではなく、ショッピングセ
ンターができることにより人の動線が変わる、
あるいは自動車の動線が変わります。そのこ
とにより遺産に影響するのであれば、ショッ
ピングセンターの出店についてもそのような
観点から評価しなければなりません。あるい
は、そのショッピングセンターができたこと
により今までは農地であった周りの土地が都

図4-14 より広範な周辺環境の説明（p. 14） 

図4-15 より広範な周辺環境の考え方（p. 14） 

図4-16 持続可能性の説明（p. 16） 

図4-17 影響評価のプロセス（p. 18ほか） 
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市開発をされ、新たな開発圧力を
呼び込む原因になるとすれば、そ
れは累積的影響として評価しな
ければならない、ということで
す。 
 おそらく、風力発電施設も同じ
だと思います。まっさらな所にで
きる場合には、景観の観点、生物
との観点、さまざまな観点から評
価を行いますが、さらに、そこに
風力発電施設が建つことにより、
あるいはそこが効率的な風力発
電の場所ということが周知され
ることにより、また次の風力発電
施設の圧力が生じるということ
も考えられます。ですから、現在
ある事業だけではなく、その事業
によって及ぼされる影響も見な
ければならないということがこ
こでうたってあります。 
 とはいえ非常に難しいのは、未
来予測がどこまでできるのかと
いう点もありますし、たとえば、
事業者 A が建てた風力発電施設
の場所に、次に事業者 B が建て
ようとしたとき、A社の分も含め
てなぜ B 社である自分が影響を
評価しなければならないのかと
いう話になるのではないかと思
います。あるいは、段階的に進ん
でいるのであればいいですが、同
時並行的に進む場合もあります。
A 社が風力発電施設の建設を計
画している隣で、B社がたとえば
メガソーラー発電所の建設を計
画している場合に、累積的影響評
価に関して営利目的の民間業者
である A 社、B 社が情報交換を
行い、互いに影響評価を行うこと
が本当にできるのか、というよう
なある種の限界が生じます。実態
上は、そういうことも問題になっ
てくるのではないかと思います。 
 また、第6章の中では緩和と強
化という点に関して、緩和の階層
が逆ピラミッドで示されていま

図4-18 戦略的環境（影響）評価  
（p. 21） 

図4-19 累積的影響  
（p. 41） 

図4-20 緩和策について/オフセット  
（p. 45） 
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す（図4-20）。一番良いのは、影響を回避できることです。
次は、影響が最小化する、事業を修正することにより影響を軽
減するという形です。理念的には相殺、オフセットです。要す
るに、こちらはつぶれてしまうけれども、その代わりこのよう
なメリットがあるから、トータルでプラスマイナスゼロとい
う考え方がこのヒエラルキーでは成り立つかもしれません。
しかし、少なくとも世界遺産の場合は、このオフセットはあり
得ません。唯一無二、なくなれば取り返しのつかない世界遺産
においては、世界遺産の価値には傷付くかもしれないけれど
も、このようなメリットがあるからこの事業は通ってもよい
ということはあり得ないと、ここにはうたわれています。以上
がガイドラインの中で注意すべきことだと思います。 

残る課題 

 ただいま累積的影響評価についてもさまざまな課題がある
という話をしましたが、このガイドラインが実際に導入され
て私たちはどのようなことを考えなければならないか、また
進めていく上でどのような課題があるのかということを最後
にお話ししたいと思います（図4-23）。 
 1点目が客観性、合理性の確保です。これも、どこまでが客
観で、どこまでが合理なのかという明確なラインがあるわけ
ではありません。ただし、たとえば客観性を担保するために遺
産影響評価を行う第三者機関や第三者委員会を設置し、そこ
で影響評価を行うことはよく行われます。ぎりぎりしたこと
を言うと、その第三者委員会の設置者は、実際に事業を行いた
い事業者ですから、理論的には御為ごかしの影響評価の結果
を出すことができます。あるいは、ある事業に対して遺産影響
評価を行う際に、視点場を設定し、そこからの見え方への影響
を評価することもよく行われます。その際に、その視点場の設
定が恣意的であると、客観性、合理性は自然と瓦解してしまい
ます。ですので、どのように客観性、合理性を確保し、あるい
は、どのように客観っぽい、合理っぽいラインをどのように確
保して影響評価を行うのかということは、かなりケース・バ
イ・ケースというか、事業ごと、あるいは資産ごとにより都度
考えなければなりません。 
 2 点目としては、コスト負担の問題があります。わが国の
HIA の参考指針では、原則として遺産影響評価はその事業を
行いたい原因者が負担すべきものであると考えています。で
すが、すべての業者が好意的に行うとは限らず、すべての業者
が性善説で行うとは限らないという問題も残ります。ただ、こ
れに関しては時間、事例の積み重ねが解決するのではないか
と期待しています。遺産影響評価は原因者負担で行うべきも
のだという形で、最初から事業者、事業を考えている人のほう
でコストに含みこんでいただけるようになるには、もう少し
事例の積み重ね、周知の時間が必要という気もします。また、
事業を起こすときではなく、平時といいますか、たとえば、い

ま世界遺産を目指す取り組みを行っているところでは、世界
遺産の推薦書作成の段階で地元に入る際などに、世界遺産登
録後にはこのようなことが出てくる、というような理解の促
進を図ることが大事であると考えています。 
 3番目です。先ほど原則7について、これも難しいと言いま
した。原則7でHIAを行うときには、そのコミュニティやス
テークホルダーを広く巻き込み、その意志が反映されるよう
にしなさい、あるいはすべきと書かれています。もちろん、概
念としては反対するものではなく、そうすべきであると思い
ます。先ほど、二神さんから5Csの五つ目のCとしてコミュ
ニティが入ったという話がありました。ただし、あのときの文
脈でのコミュニティとしておもに念頭にあったのはマイノリ
ティー、indigenous people です。それが日本において「コミ
ュニティ＝あらゆる関係者」となったときに、もちろんコミュ
ニティが意思決定に参加すべきであることは間違いありませ
ん。ただし、実際に多様な人が参画すれば、そこには多様な意
思、意見、意図があります。実際に、遺産影響評価という一つ
の結果に導いていくときに、なかなか難しいこともあるので
はないかという気がしています。 
 そして、下から二つ目です。管理計画の重視と矛盾です。矛
盾とまで言えるのかどうかという点はあると思います。先ほ
ど、近頃の世界遺産の推薦時には、基本的に包括的保存管理計
画を立てていると説明しました。包括的という言葉が付くか
どうかは別として、保存管理計画とは、そもそも何か事が起こ
る前に、このような方法でこの資産を保全していく、あるいは
このようなことを規制し、守るということを明記する計画で
す。裏を返せば、このような規制をするということに対し、逆
にこのようなことは規制しないということも読み取ることが
できます。ですから、事が起こる事前に作るものが管理計画で
すが、先ほど述べた遺産影響評価に関し、SEA（戦略的影響評
価）を除きHeritage Impact Assessmentというのは、往々にし
てかなり事後的です。reactiveです。ですから、計画あるいは
事業があり、それに対して影響評価を行うので、実施しないと

図4-23  留意すべきこと/残る課題 
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結果が分からないという面もあります。最初から結果は予測
できません。影響評価は、実施しなければ結果は読めませんし、
見えません。その管理計画でうたっている話と、実際にそれを
マネジメントしていくときの一つの手法としてのHIAの整合
性、あるいは論理一貫性も考えていかなければいけないと思
います。 
 最後の丸の箇所です。そのような課題含みで、しかも累積的
影響評価などの煩雑なことが生じそうだからHIAを避けるこ
とができるかというと、できません。冒頭、ボロブドゥールの
ケースでも述べたとおり、もはや逃げようがありません。行わ
なければなりません。しかも、恣意的に行えばすぐに指摘が入
るような状況であり、時期でもあります。そして、そのベース
にはツールキット、ガイダンスを使わなければならない雰囲
気になっているのが現在の遺産影響評価です。 
好き放題に話していたようですが、これまで述べたすべて

の資料、及び私の発言内容の責任は西さんに帰属しています。
ご承知おきください。以上です。ありがとうございました。 

会場からの質問と回答 
Q とてもシンプルな質問になります。ユネスコのリソースマ
ニュアルをたくさん見せていただきましたが、そのうちMan-
aging Disaster Risks の日本語版を作られる予定はあります
か？ 

A 現在のところ、具体的に訳す予定のものはありません。こ
れから、行政上の理由で、年度末を迎えるに当たって対象にし
ていければと考えています。 

Q 今のご報告の最後に、コスト負担における事例の積み重ね、
周知、理解、促進の必要性のお話しがありました。この辺りは
非常に難しいと思っています。遺産影響評価プロセスについ
て開発事業者などに周知する取り組みの事例がありましたら
教えてください。 

A 実際の話は、後で中澤さんから紹介されると思います。絶
対という方法はありません。やはり、口酸っぱく言いつづける
ことです。それは、時にお願いであり、時に何かがあれば先方
の所為だという脅しでもありというように、硬軟使い分けて、
とにかく行ってもらうという形を取っているのではないかと
思います。 
 私の念頭にあるのは、みなさんが詳しい埋蔵文化財行政で
す。基本的にはお願い行政というものを、ここまであたかも制
度かのようにつくり上げたというような形でできないだろう
かと考えています。もちろん、しっかりと保護法に記載されて
いる埋蔵文化財と作業指針に明示されている遺産影響評価と
では違う点が多々あります。先ほど、事例の積み重ね、時間の
積み重ねと述べたのは、そのような意味です。現在のHIA導
入期の担当者と一緒に事例を重ねていくことにより、30年後、

40 年後に世界遺産では HIA を行わなければならないという
世間的な理解をつくっていきたいと考えています。おそらく
環境影響評価が法制化されたことには、形や数字にはならな
いかもしれないけれども、大規模事業を行うときには環境に
配慮しなければならないということに環境省が高度成長の間、
ずっと取り組みつづけてきた結果であるという面もあるかと
思います。法律になるのがいいのかどうかという点について
も、法制化されることにより失われるものもあると思います
が、少なくとも一般的な理解として、世界遺産で何かを行うと
きには気を付けなければならないことがあるという雰囲気、
素地をつくっていきたいと考えています。事例を紹介できな
くてすみません。後で、中澤さんに紹介してもらいたいと思い
ます。 

Q さまざまなことをしっかりと説明していただき、よく分か
りました。一つは、本当に軽微な行為の場合には、〔HIAが〕
要る/要らないという線引きが実のところ非常に難しいと思
っています。また、事業者が経費を負担することも大きな問題
だと思います。しかし、どうすればいいのかというと、それし
かないのではという答えになります。一方では、事業者にはタ
イミング、時期の利益があります。2年、3年も待っていたら
計画が全部できなくなってしまいます。ビジネスチャンスを
失います。そのような状況になった場合、一体誰がその責任を
取るのか？ ということになります。 
 遺産影響評価の基本的な考え方としては、事業者が遺産影
響評価を行い、それを自治体経由で文化庁に出し、文化庁から
世界遺産委員会に出し、それがまた返ってくるというもので
す。極端な話、3 年かけて、良い/悪いが分かるということで
す。すると、初めから出す必要がなかったという事態になりか
ねません。その辺りのことは、このガイダンスに書いてあるの
だろうか？ ということが気になりました。 

A 順番に説明します。軽微なものまで入れるのかという話に
関しては、その行為自身が軽微である、つまり遺産に対して影
響を与えないという判断を下すのも遺産影響評価のプロセス
の一つです。事業者の話については、残念ながらガイダンスの
中には明示されていません。ガイダンスはあくまでガイダン
スであるので、もちろん、先ほどのブルーシー国立公園云々と
いう事例はありますが、それぞれの事例にすべてが当てはま
る話になっているかというと、そうではありません。ですから、
当方としてもこのガイダンスをベースに日本流に、あるいは
日本の資産ごとにHIAマニュアルといったものに落とし込ん
でいくというモデルを考えています。そのモデルに落とし込
むときに、事業者の問題を考えていかなければいけません。確
かに、時の利益もあります。それは課題として考えていかなけ
ればなりません。遺産影響評価という仕組み自体に付きまと
う課題なのかもしれません。 
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講演要旨 
北海道・北東北の縄文遺跡群（Jomon Prehistoric Sites in 

Northern Japan）は、農耕社会以前の人々の生活のあり方と精
緻で複雑な精神文化を示す物証として、令和３年７月に開催
された第44回世界遺産委員会拡大会合において世界遺産一覧
表に記載された。縄文遺跡群は、北海道・青森県・岩手県・
秋田県に所在する17の考古遺跡から構成されている。 
縄文遺跡群の顕著な普遍的価値は地形や遺構、地下に埋蔵

された遺物などの要素から構成される。環状列石のような一
部の遺構を除けば、その多くは地下に埋蔵されて保存・管理
されているため、来訪者に価値や内容が伝わりにくいという
特性を持つ。そのため各構成資産では、竪穴建物等の立体表
示や平面表示、植栽などを行い、「縄文のたたずまい」を創
出・維持することを共通方針として整備・公開を進めている。 
各構成資産の周囲には緩衝地帯が設定されている。緩衝地

帯では顕著な普遍的価値を構成する要素と密接な関係にある
構成資産周辺の地理的・自然的環境（地形、水源、水脈等)、
構成資産内外の視点場からみた眺望、構成資産と調和した景
観を保全している。緩衝地帯は、景観法に基づく景観計画に
おいて景観重点区域に指定され、建築物や工作物等の位置や
規模、形態意匠等が規制・制御されている。 
令和４年３月、関係自治体では、縄文遺跡群を持続的に保

存・保全するための遺産影響評価の方針や手順等を示した
「縄文遺跡群の保全に係る遺産影響評価指針」を策定した。
構成資産を所管する自治体では、この指針に基づいて遺産影
響評価を実施している。 
近年、再生可能エネルギーの導入促進にともない、構成資

産周辺においても大規模な風力発電施設の計画が相次いでい
る。風力発電施設は、緩衝地帯の外側であっても構成資産か
ら視認できる可能性があり、景観保全や遺産影響評価の実施
にあたってさまざまな問題を抱えている。 
本報告では、縄文遺跡群の保全と遺産影響評価の現状につ

いて紹介し、遺産影響評価を運用する中で生じている諸課題
について共有したい。 

キーワード：縄文遺跡群、縄文のたたずまい、景観・眺望
保全、遺産影響評価 

講  演 
はじめに  
みなさん、こんにちは。青森県三内丸山遺跡センター世界

文化遺産課の中澤です。本日は、このような場で報告の機会
をいただき、ありがとうございます。私からは『世界遺産
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の保全と遺産影響評価』と
いうテーマで報告します。 
まず、私の所属している三内丸山遺跡センター世界文化遺

産課について紹介します。通常、各都道府県で世界文化遺産
を所管する課は都道府県庁、いわゆる本庁に役所が置かれて
いる場合が多いと思います。青森県の場合は三内丸山遺跡セ
ンターに世界文化遺産課が設置され、そこが本庁的な業務を
担っています。ですから、三内丸山遺跡にあるものの三内丸
山遺跡の世界遺産業務ではなく、青森県の縄文遺跡群の保
存・活用、そしてこれから紹介する縄文遺跡群全体の包括的
な保存・管理の事務局を担っています。私は、その業務に携
わっています。 
今回の報告は、3 点あります（図 5-1）。１点目は、北海

道・北東北の縄文遺跡群の価値について、２点目は、縄文遺
跡群の保全について、３点目は、本日の話題である遺産影響
評価の現状と課題についてです。遺産影響評価に関し、昨年
3 月に資産影響評価の指針を策定し、現在 1 年半ほど経過し
たところです。その間、縄文遺跡群を構成する自治体から事
務局に、遺産影響評価の進め方についてさまざまな質問や相
談を受けることが増えてきました。その点も含めて共有した
いと思います。 

世界遺産 ｢北海道・北東北の縄文 
遺跡群｣ の保全と遺産影響評価 

 中澤 寛将（青森県 三内丸山遺跡センター  文化財保護主査） 

図5-1 講演の内容 
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中澤 寛将 

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の価値 
はじめに、北海道・北東北の縄文遺跡群の価値について説

明します（図 5-2）。正式な資産名称は、“Jomon Prehistoric 
Sites in Northern Japan”です。“Northern Japan”ですので、この資
産名には北海道、あるいは北東北という表現は入っていませ
ん。直訳すると「北日本の縄文先史遺跡群」となりますが、
これまで世界遺産登録の推進を進めていく中で、「北海道・
北東北の縄文遺跡群」という名称が定着していますので、現
在も通称としてこの名称を用いています。構成資産は、北海
道、青森県、岩手県、秋田県の4道県に所在する17カ所の遺
跡群から構成されるシリアル・プロパティです。2021年 7月
に開催した世界遺産委員会において世界遺産一覧表に記載さ

れました。 
これが、構成遺産の分布を示したものです（図 5-3）。青

森県青森市にある特別史跡・三内丸山遺跡や、秋田県鹿角市
にある特別史跡・大湯環状列石をはじめ17遺跡で構成されて
います。 
縄文遺跡群の OUV に関しては、世界遺産委員会において、

ここに示しているように農耕社会以前の先史時代における
人々の生活のあり方と複雑な精神性を示す物証であるとされ
ています（図 5-4）。さらに、紀元前 1万 3000年から紀元前
400 年にかけて北東アジアで発展した狩猟、漁労、採集社会
における定住の開始、発展、成熟を示す物証として世界遺産
一覧表に記載されました。評価基準については、iii と v が適

図5-4 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の顕著な普遍的価値への言及 

図5-2  「北海道・北東北の縄文遺跡群」の概要 

図5-3   構成資産の分布 
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用されています。 
評価基準 iiiに関しては、1万年以上もの長期間継続した狩

猟、漁労、採集を基盤とした世界的にもまれな定住社会と、
そこで育まれた精緻で複雑な精神文化を伝える類いまれな物
証ということで適用されました。また評価基準 v に関しては、
定住の開始からその後の発展、最終的な成熟に至るまでの集
落の定住のあり方と土地利用の顕著な見本です。縄文人は、
農耕社会に見られるように土地を大きく改変することなく、
変化する気候に適応することで、永続的な狩猟、漁労、採集
の生活のあり方を維持しました。そして、食料を安定的に確
保するため、サケが遡上し、捕獲できる河川近くや汽水性の
貝類を得やすい干潟近く、あるいはブナやクリの群生地など

集落の選地には多様性が見られます。それぞれの立地に応じ
て食料を確保、獲得するための技術や道具類も発達しました。
以上のことから評価基準vが適用されています。 
属性（Attribute）は４つに整理されています（図 5-5）。一

つ目が自然資源をうまく利用した生活のあり方を示すこと、
二つ目が祭祀、儀礼を通じた精緻で複雑な精神性を示すこと、
三つ目が集落の立地と生業の関係性が多様であること、四つ
目が集落形態の変遷を示すことです。 
縄文遺跡群は、いわゆる縄文時代の遺跡群から構成されて

います。そのキーワードが定住です（図 5-6）。現代の私た
ちも定住生活を送っていますが、縄文時代の定住生活と大き
く異なるのは、縄文時代の人々は狩猟、採集、漁撈を生業と

図5-5  縄文遺跡群の属性 図5-6  縄文時代の区分と縄文遺跡群におけるステージ 
三内丸山遺跡センター（編）2023『縄文あおもりテキストBOOK』より 

図5-7 定住の開始・発展・成熟のステージ 
縄文遺跡群世界遺産本部（編）2023『北海道・北東北の縄文遺跡群』リーフレットより 
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しながら定住生活を営んだという点です。縄文遺跡群におい
ては、定住の開始、発展、成熟という３つのステージに区分
しています。通常、縄文時代は、草創期から晩期に至るまで
の 6 時期に区分され、教科書にもそのように記載されていま
す。ただし、この 6 期区分は、縄文時代を特徴付ける土器を
基準とした時期区分になります。 
一方、世界遺産は不動産が対象になりますので、今回の縄

文遺跡群においては集落や祭祀場の構造、つまり遺跡に着目
し、定住をキーワードとして開始、発展、成熟の三つのステ
ージに区分しています。そのため、縄文時代の時期区分の年
代とは若干のずれがあります。これは、それぞれの構成資産
が定住の開始、発展、成熟のどこのステージに位置付けられ

るのかを示したものになります（図 5-7）。17 の遺跡は、海
岸、湖沼地帯、河川流域、山間部に立地しています。中段に
各遺跡の名前が書かれており、その立地環境に応じて色分け
されています。モデル図は、環境の変化に合わせながら集落
の構造や祭祀・儀礼の場、葬送の場のあり方が移り変わって
いくことを示しています。 

資産の周辺環境の保全 
次に、縄文遺跡群の価値を保全するために、どのような仕

組み、方法を取っているのかということについて紹介します。
まず、資産と緩衝地帯です（図 5-8）。資産の範囲について
は、文化財保護法により保護されています。17 遺跡すべてが

図5-8 資産と緩衝地帯の設定及びその根拠法 

図5-9 縄文遺跡群におけるOUVの非顕在性 

図5-10 「縄文のたたずまい」の方針 
『特別史跡三内丸山遺跡整備計画』令和２年より 

図5-11 地下にある価値を伝える手法 

図5-12 立体表示の立面模式図 
北海道・北東北の縄文遺跡群包括的保存管理計画 第８章より 

図5-13 立体表示の状況（三内丸山遺跡） 
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特別史跡、または史跡として指定されています。一方、緩衝
地帯については、景観法あるいは都市計画法などさまざまな
法律・制度、計画等により保全を図っているのが特徴です。 
縄文遺跡群には、地形、遺構、出土品などさまざまなもの

がありますが、竪穴建物や墓などの地下に埋蔵されている遺
構を主体とする考古遺跡であると言えます（図 5-9）。OUV
を示す要素の多くは、地下に埋蔵された状態で保存・管理さ
れています。そのため、一部の露出遺構あるいは発掘調査な
どの機会を除けば、一般の人はこれを目にすることができま
せん。来訪者が目にすることができないため、価値や内容が
伝わりにくいという特性を持っています。ですから、各遺跡
ではさまざまな工夫をし、来訪者に価値を伝える取り組みを

行っています。 
その基本的な考え方、方針が「縄文のたたずまい」を再現

することです（図 5-10）。「縄文のたたずまい」とは、端的
に言えば、縄文時代のムラやまつり、祈りの場の風景を再現
することです。各遺跡では、資産の価値を示す要素に物理的
な影響を与えないように露出遺構、平面表示、立体表示の配
置、あるいは縄文時代当時に生えていた樹木等を植えること
により植生環境を再現しています。「縄文のたたずまい」の
創出や維持は、来訪者が縄文遺跡群の価値を認識し、理解し、
体感し、結果として保護の意識を醸成するために行っている
手法の一つです。 
その一つの事例として立体表示が挙げられます（図 5-11）。

図5-19 青森市景観計画における景観形成基準 
青森市景観計画（令和３年４月）より 

図5-18 資産と周辺環境 
ユネスコ等 『世界遺産の文脈における影響評価のための
ガイダンス及びツールキット』(2022年）文化庁監訳より 

図5-14 緩衝地帯の保全（三内丸山遺跡） 
北海道・北東北の縄文遺跡群包括的保存管理計画  分冊１より 

図5-15 視点場の設定（三内丸山遺跡） 
北海道・北東北の縄文遺跡群包括的保存管理計画  分冊3より 

 

図5-16 縄文遺跡群の構成資産周辺の景観保全 
北海道・北東北の縄文遺跡群包括的保存管理計画  第６章より 

図5-17 関連市町の景観計画の共通事項 
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遺跡内に竪穴建物などを立体的、平面的に表示することによ
り地下にある価値を顕在化させ、視覚化させて来訪者に分か
りやすく価値を伝える手法です。こうした立体表示は、イン
タープリテーションの一環として行っています。 
立体表示は、原則として検出された遺構の直上で行ってい

ます（図 5-12）。整備にあたっては、地下遺構に物理的な影
響を与えないように全体に保護盛土をしたうえで、その上に
発掘調査で確認された遺構の位置、規模、材料等を考慮し、
設置しています。これが三内丸山遺跡の現況の写真です（図
5-13）。見えているものが立体表示です。注目していただき
たいのは、この遺跡内及び周辺には落葉広葉樹を中心とした
樹木が植えられていることです。この樹木を植えることによ
って、樹木の裏側にある現代的な工作物や建物などを見せな
いという遮蔽の効果を期待しています。「縄文のたたずまい」
の維持・創出という点が、緩衝地帯やその外側の保全と大き
く関わってくると理解しています。 
各構成資産においては緩衝地帯が設定されています。これ

は、三内丸山遺跡の緩衝地帯です（図 5-14）。赤線が資産の
範囲、青線が緩衝地帯のラインです。緩衝地帯は、地理的・
自然的な環境、眺望、景観を守るために必要な範囲として設
定しています。この緩衝地帯は、さまざまな法律を運用する
ことにより保全されています。 
資産の中に、いくつかの視点場を設けています（図 5-15）。

視点場は、OUV を示す属性や要素を視覚的に理解すること
ができる地点として設定しています。視点場から見た眺望、
景観を重点的に保全する方針を取っており、経過観察におけ
る定点観測や市町が策定している景観計画の中で保全を図っ
ています。 
これは、縄文遺跡群の景観保全の考え方を示した図です

（図 5-16）。赤い三角形が人間を示しています。イメージと
しては、プロパティの中に立った来訪者が遺跡全体を見渡し
たときに、現代的な工作物が見えないように緩衝地帯や緩衝
地帯の外側の建物の高さを規制するという考え方です。とく
に緩衝地帯においては、構成資産の内外の視点場から見た眺
望の保全とともに、構成資産と調和した景観形成を図ること
に重点を置いています。緩衝地帯の外側では、構成資産内外
の視点場から見た眺望を重点的に保全しています。 
このような保全の考え方に立ったうえで、市町の景観計画

を作っています（図5-17）。縄文遺跡群の構成資産は13市町
に所在していますが、統一性をもたせたうえで景観計画を策
定しています。その共通事項というものがここに挙げた４点
です。一つ目は、緩衝地帯を景観重点区域に指定すること。
二つ目は、景観重点区域内の届け出の基準、あるいは景観形
成基準をきめ細やかに設定すること。三つめは、視点場から
の眺望保全を明記すること。四つ目は、届出前の事前協議を
義務づけることです。遺産影響評価を意識したうえで、景観

計画の中でどのように運用させるかという点も考慮していま
す。 
具体的に説明していきます。近年、ユネスコ等が刊行した

『世界遺産の文脈における影響評価のためのガイダンス及び
ツールキット』では、バッファゾーンの外側の保全も求めら
れています（図 5-18）。それをどのように景観計画の中に書
き込むかということが次の話です。これは、三内丸山遺跡が
位置する青森市の景観計画です（図 5-19）。青森市の景観計
画では、景観形成重点地区が緩衝地帯と同じ範囲に相当しま
す。１点目の項目として、景観重点地区においては、建築物
の高さを13メートル以下に設定しています。遺跡内にある樹
木の高さが 15 メートル程度ですので、13 メートル以下の建
物であれば理論的には遺跡内からは見えないことになります。
それだけではなく、バッファゾーンの外側に高い建物が建つ
場合、どのようにコントロールするかということが 2 点目の
項目です。主要な視点場からその眺望を妨げない位置、規模、
高さ及び形態意匠とし、周辺の景観から突出した印象を与え
ないように配慮すること、という景観形成基準を設けること
によりバッファゾーンの外に関してもコントロールできる仕
組みを整えています。 
実際、縄文遺跡群の世界遺産登録にあたって市町の景観計

画が策定されましたが、市町の景観計画には問題があります。
その大きな問題とは、市町の景観計画はその市町の域内にし
か適用されないことです。つまり、遺跡から隣の町が見えた
場合、その町での行為に対しては景観計画では規制できませ
ん。これは弘前市の事例です（図 5-20）。弘前市にある大森
勝山遺跡の景観に関しては、弘前市景観計画を策定すること
により保全を図っています。この山は、岩木山です。その右
側に隣町の鰺ヶ沢町が見えています。そうすると、鰺ヶ沢町
で行われている行為に関しては弘前市景観計画では規制でき
ません。それでは、どうすればいいのかということです（図
5-21）。岩木山がある場所は津軽国定公園として保全が図ら
れていますが、鰺ヶ沢町に関しては、独自の景観計画があり
ません。そのため、現在は青森県景観計画を運用することに
より保全を図っています。 
青森県景観条例の中には、ふるさと眺望点という仕組みが

あります（図 5-22）。県土の優れた景観を眺望できる地点を
ふるさと眺望点として指定する仕組みです。そこで、大森勝
山遺跡をふるさと眺望点に指定しました。それにより、県域
で行われる大規模な行為等をコントロールしています。この
眺望点に設定して良かった点について説明します。最近、青
森県では風力発電施設の計画が多いです。風力発電施設の場
合は、環境影響評価法に基づく配慮書等の提出が求められる
ため、この環境影響評価の際にもふるさと眺望点からの影響
があるのかないのかという点を評価することができます。遺
産影響評価には法的根拠がないといわれていますが、環境影
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響評価は法的根拠がありますので、環境影響評価法の仕組み
をうまく運用することによりふるさと眺望点である大森勝山
遺跡からの眺望を保全する仕組みを作っています。 
世界遺産委員会は、縄文遺跡群の構成資産からの眺望、あ

るいは構成資産への眺望を遮る不適格な要素が存在するため、
それらの撤去または影響を軽減するための措置を取るよう勧
告しています（図 5-23）。条例や計画等を整備するとともに、
各構成資産、各自治体においては、遮蔽するための植栽や、
不適格要素の撤去等が進められています。 

遺産影響評価の現状と課題 
ここからは、遺産影響評価について取り上げます。この写

真は青森県の西部にある、つがる市の亀ヶ岡石器時代遺跡と
田小屋野貝塚周辺を上空から望んだものです（図 5-24）。こ
の下の森の所が亀ヶ岡石器時代遺跡、その反対側が田小屋野

図5-22 青森県景観条例のふるさと眺望点 

図5-23 縄文遺跡群に対する世界遺産委員会の勧告 

図5-20 大森勝山遺跡から岩木山にかけての眺望 

図5-21 大森勝山遺跡周辺の景観保全 
弘前市景観計画、令和2年3月より 

鰺
ヶ
沢 

図5-24 縄文遺跡群と風力発電施設 
（つがる市  亀ヶ岡石器時代遺跡・田小屋野貝塚） 

図5-25 縄文遺跡群の包括的保存活用推進体制 

図5-26 縄文遺跡群の遺産影響評価 
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貝塚です。上空から見ますと、左上が日本海、その右側が十
三湖です。この写真を見ると、世界遺産のすぐそばまで非常
にたくさんの風力発電施設が建てられていることがわかりま
す。 
縄文遺跡群に関しては、4道県 14の市町から構成される縄

文遺跡群世界遺産本部を中心として、包括的な保存管理体制
が構築されています（図 5-25）。縄文遺跡群の遺産影響評価
に関しては、先ほど鈴木さんからも説明があったとおり、
2019 年 12 月に策定した包括的保存管理計画の中に遺産影響
評価の取り扱いについて記載されています。その後、2021 年
に世界遺産になり、2023年 3月には縄文遺跡群の遺産影響評
価指針が策定されました（図 5-26）。現在、構成遺産を所管
する自治体は、この指針に基づき遺産影響評価を実施してい
ます。1 年半余りが経過し、運用していくなかで、さまざま
な問題も生じてきているのが現状です。 
縄文遺跡群における遺産影響評価のポイントを三つに整理

しました（図 5-27）。１点目は、遺産影響評価の要否を判断
する主体は誰なのかということです。要否を判断する主体は、
構成資産を所管する地方公共団体とされています。２点目は、
詳細分析を実施する主体は誰なのかということです。先ほど
の鈴木さんの説明では、原則として事業者であるということ
でした。縄文遺跡群の場合は、事業者の理解と協力を得なが

ら構成資産を所管する地方公共団体が実施しています。遺産
影響評価に法的な根拠がないなかで、どのように事業者にお
願いするのかということを考えると、やはり事業者負担とい
うものは現実的になかなか難しい点もあります。その点を考
慮したうえで、地方公共団体という取り扱いにしています。
３点目の評価の主体に関しては、史跡整備検討委員会や景観
審議会、さらには世界遺産の専門家委員会などが関わってい
ます。 
次に、遺産影響評価の流れです。大きく四つの段階に区分

しています（図 5-28）。周知・把握・判断の段階、詳細分析
の段階、評価・緩和策の検討の段階、そして評価後の作業の
段階です。まずは、把握した事業について OUV への影響が
あるかどうかということを構成資産所管の自治体が判断しま
す。そして、OUV への影響が軽微でない可能性があると判
断された事業については詳細分析を実施し、緩和策などを検
討して OUV への影響が許容範囲になるまで事業者と協議を
繰り返すという流れになっています。 
これは、縄文遺跡群全体において遺産影響評価を実施する

ために把握した事業数を年度ごとに示したものです（図 5-
29）。2020 年度から 2021 年度に関しては遺産影響評価の試
行期間、2022 年度から本格的な運用を開始しています。なお、
本年度（2023年度）に関しては4月から10月までの件数です

図5-29 構成資産所管自治体が把握した事業数 
2023年度は4月～10月の数値 

図5-30 HIA要否判断の対象とした事業内容 
2020年4月～2023年10月 

図5-27  縄文遺跡群の遺産影響評価 

図5-28 遺産影響評価の流れ 
『北海道・北東北の縄文遺跡群の保全に係る遺産影響評価
指針』図３より 
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ので、これから11月以降のものを追加していけば、この数字
よりは増えていくものと思います。本年度につきましては、
10月末時点で63件を把握しています。 
次に、遺産影響評価の要否判断の対象とした事業内容につ

いてです（図 5-30）。資産内においては、史跡整備、園路や
立体表示等の修繕、工作物等の修繕や撤去が中心になってい
ます。この図の左側が資産内のもので、遺跡保護工事が入っ
ています。この遺跡保護工事とは、のり面の崩落を防止する
ための工事です。また、その他に入っているもののほとんど
は、縄文まつりなどのイベントです。一方、右側には緩衝地
帯とその外側における事業を示しています。工作物や建築物
に関わるものが大半を占めています。工作物とは、上下水道
や排水管の工事、電柱の設置・撤去、あとは遺跡を管理する
ための柵の改修などです。さらに、緩衝地帯の外側において、
風力発電施設や携帯電話基地局の設置などが入っています。
開発行為に関しては 8 件あります。これは、ほとんどが道路
の舗装工事になります。さらに、その他18件というのは、遺
跡でのイベント、あるいはプロパティに入っていないエリア
の発掘調査などです。 
これらについて、指針の中にある判断基準に基づき影響レ

ベルを判断し、詳細分析を行うかどうかを各自治体が検討し
ます（図 5-31）。その結果、詳細分析が必要と判断された件

数は 9件ありました（図 5-32）。資産内においては、おもに
史跡整備の基本計画や実施計画、あるいは露出遺構の覆屋の
撤去、遺跡保護方針による発掘調査などです。緩衝地帯にお
いては、史跡整備の実施設計が含まれています。 
このようにして自治体、各市町が判断した結果について構

成資産が所在する道県との情報共有を図り、各道県が遺産影
響評価の実施に向けた指導・助言を行います（図 5-33）。そ
して、遺産影響評価の取り組み状況については、4 道県で構
成する協議会、さらには専門家委員会に報告することにより
意見・助言を求める体制を整えています。 
詳細分析を実施する際には、このスライドに示した a）か

ら d）までの点を考慮したうえで指標を設定し、資産への影
響、分析、予測、評価を行っています（図 5-34）。a）とし
て、OUV を構成する要素、周辺の地理的・自然的環境を維
持できる行為かどうか、b）として、眺望を保全できるかど
うか、c）として、一体的な景観を保全できるかどうか、d）
として、来訪者が安心・安全・快適に資産の顕著な普遍的価
値を理解できることを担保できるかどうかを挙げています。
これらの点に基づき詳細分析を実施し、必要な緩和策を検討
したうえで遺産影響評価報告書にまとめるという流れになっ
ています。そして、専門家委員会にそれらの結果を報告する
ことにより情報共有を図っています（図5-35）。  

図5-31 影響レベルの判断基準 
『北海道・北東北の縄文遺跡群の保全に係る遺産影響評価指針』
表５より 

図5-32 詳細分析の要否判断件数 
2020年4月～2023年10月 

 

図5-33 遺産影響評価における意見・助言の体制 
『北海道・北東北の縄文遺跡群の保全に係る遺産影響評価指針』
図４を一部改変 

図5-34 遺産影響評価における指標 
『北海道・北東北の縄文遺跡群の保全に係る遺産影響評価指針』より 
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縄文遺跡群においては、遺産影響評価を運用するなかで、
さまざまな課題も生じてきているのが現状です。それらを大
きくまとめると、次の 5 点に整理できると考えています（図
5-36）。 

1 点目は、詳細分析の要否を判断する対象事業についてで
す。現在のところ各自治体において把握できたものを対象と
して、影響評価の要否を判断しています。当然のことながら、
それらには漏れも生じますので、各自治体からは細かな基準
を設けるべきではないかという意見も寄せられています。 
 2 点目は、詳細分析を行う必要がある事業についてです。
実際、詳細分析は各自治体が行っています。しかしながら、
詳細分析は端的に言って、手間が掛かります。詳細分析を行
わなくてもいい事業、詳細分析を必ず行わなければならない
事業という基準を定めたほうがいいのではないかという意見
も出ています。 

3 点目は、専門家委員会への報告事項、意見聴取の基準、
あるいはプロセスやタイミングについてです。どのような情
報を専門家の先生がたと共有し、指導・助言を得るのかとい
うことに関しても、まだ明確に定めていない部分もあります。
これについても、今後の課題になっています。 
 4 点目は、詳細分析の実施手段、経費、審査体制について
です。縄文遺跡群の場合、詳細分析は各自治体が行っていま

す。しかし、件数が多くなればなるほど、各自治体の負担が
大きくなるという問題も発生します。さらに、それにかかる
経費の問題も発生します。また、審査体制と関わる第三者機
関の取り扱いも課題です。史跡整備検討委員会や景観審議会
は、市町の条例で定められた付属機関として位置付けられて
います。そこが審査した内容と、任意団体である縄文遺跡群
世界遺産本部に紐づいている専門家委員会の意見をどのよう
に整理するかということが課題になっています。 

5 点目は、最近、問題になっている緩衝地帯の外側で行わ
れている開発行為等の取り扱いをどうするのかということで
す。このような課題を解決するため、現在、縄文遺跡群の遺
産影響評価指針の改定作業を進めているところです。 

まとめ 
 最後にまとめです（図 5-37）。縄文遺跡群においては保全
の仕組みはある程度整えていますので、文化財保護法や景観
法などを適切に運用できるかどうかが重要になると思います。
とくに、プロパティに関しては現状変更が制限されています
ので、それほど大きな変更が起こる可能性は低いと思います。
さらに、緩衝地帯においても景観計画できめ細かな規制がか
かっているため、OUV を著しく損ねるような事業が行われ
る可能性はほとんどないと思われます。ただ、緩衝地帯にあ
る水田や畑の用途変更であるとか、緩衝地帯の外側で行われ
る風力発電施設等については注意が必要になると思われます。
HIA については、現在のところ事業者の理解と協力の下で実
施しているのが現状です。その対応に関し、自治体のみなさ
まは非常に悩んでいます。 
 現在、私たちができることは、なるべく多くの事業を把握
することしかないと思っています。そのためには、縄文遺跡
群の保全の考え方や遺産影響評価について周知していくこと
がその第一歩になると考えています。縄文遺跡群の世界遺産
業務に携わるようになり、文化財側だけでできることはそれ
ほど多くないと実感しています。結局、景観や環境保全とい
った庁内関係課の方々の理解と協力を得て、はじめて縄文遺

図5-35 第４回縄文遺跡群世界遺産専門委員会の様子 
（令和５年12月12日） 

図5-36 遺産影響評価の運用上の課題 

図5-37 まとめ 
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跡群の保全が良いものになると感じています。まずは、自分
たちの身近にいる庁内関係者の方々の理解を得て、その方々
を理解者にしていくという地道な取り組みが結果的に保全に
つながっていくと実感しています。以上で、雑駁な話ではあ
りましたけれども、私からの報告を終わります。ご清聴あり
がとうございました。 

会場からの質問と回答 

Q 大変詳しく、丁寧な説明をありがとうございました。ま
た、苦労していることもよく分かりました。遺産影響評価を
つうじて、軽微である、若干でも有害である影響が見つかっ
た場合に、それを景観条例や景観計画で抑制する、あるいは
改善することができますか？ それが一つ目です。 
もう一つは、風力発電施設が近くにあるということでした。

バッファゾーンの外だと思いますが、それは資産内から見え
ますか？ あるいは今後、この風力発電施設が拡大する場合は
どうなりますか？ 以上です。 

A ありがとうございます。まず、1点目の景観計画で規制で
きるかという点についてです。縄文遺跡群の場合、世界遺産
登録にあたって景観計画がなかったことがなかなか前に進む
ことができなかった理由の一つです。結果として、縄文遺跡
群を保護するための景観計画になりました。通常、景観計画
は、各自治体が自分の地域にとって素晴らしい景観にするた
めにどのような規制が必要かという視点で策定されるもので
す。縄文遺跡群の場合は、各市町の景観計画がありませんで
した。そのため、縄文遺跡群を適切に保全するための色や高
さの規制などを14市町が共通認識を持って策定できるような
統一的な指針を出し、それに基づき各自治体が景観計画を作
りました。ですから、景観計画自体が遺産影響評価をされて
いるようなものです。したがって、その運用にあたっては、
景観計画に基づいた形で建築物や工作物のコントロールを行
えば、結果として世界遺産に影響を及ぼす可能性はないこと
になります。このような論理で景観計画が作られていますの
で、景観計画である程度コントロールできると見込んでいま
す。 
 2 点目については、端的に言えば遺跡から風力発電施設が
見える所もあります。そこでは、それをどのように規制する
のかという話になります。現在、青森県では、再生可能エネ
ルギーの開発計画が増え、再生可能エネルギーと環境保全を
どのように両立させていくのかということが課題になってい
ます。青森県は現在、その両立のためにゾーニング条例策定
の検討を進めています。つまり、ゾーニング条例によって風
力発電施設を造ることができないエリア、促進するエリアを
区分するという考え方です。そこには、世界遺産部局も参画
していまして、資産と緩衝地帯に関して禁止エリアにできる
かどうか検討しています。緩衝地帯を禁止エリアにできれば、

結果として風力発電施設がそのエリアにできる可能性はなく
なるということになります。そうすると、今後問題になって
くるのは緩衝地帯の外です。この緩衝地帯の外を条例で規制
することは難しいです。その理由は、範囲を明確にすること
ができないからです。緩衝地帯は、あらかじめ線で決められ
ていますが、緩衝地帯の外側では風力発電施設が見える範囲
といっても、その範囲は設置される場所によって異なります
ので、なかなか規制できません。 

Q 別の視点から教えてほしいことがあります。よく、世界
遺産は、登録されたときからまたスタートするといわれてい
ます。さまざまなことをしっかりと行っていて、非常に面白
く聞きました。昔の話ですけれど、三内丸山遺跡の整備の後
にさまざまな議論があり、私はその部分に少し加わったこと
があります。あのときは、かなり多方面の先生方、たとえば、
考古学だけではなく社会人類学や植物社会学など、非常に広
い範囲の方から意見が出て、整備の方針が固まって、多少、
整備はやってあったんですけれども、それから変更して、い
ろいろ行おうというときでした。これほど世界で縄文文化が
大きく評価されていると分かり、三内丸山遺跡だけではなく
縄文遺跡全体のなかで、次のステップとして研究していたも
のを発表していくことが重要ではないかと思いました。要す
るに、世界遺産からスタートをするという、そのようななか
で発掘だけではなく、多方面にわたる総合的な研究をどんど
ん進めてほしいと思っています。その点についての今後の方
針があれば聞かせてください。あとは当時、復元住居にして
も、雪が降ったときや夏場の内部の環境調査も行いました。
その後、そのような地道な調査研究をどのように展開してい
くのかということは、当時は世界遺産の「世」の字もなかっ
た時期ですが、今後、さらに縄文文化を世界にアピールして
いくことも必要だと思います。その方針があれば教えてくだ
さい。 

A 非常に激励してもらったように感じています。縄文遺跡
群、三内丸山遺跡の場合は毎年度、発掘調査を行っています。
遺跡内を整備してから時間も経ち、老朽化してきているため、
現在、更新するための整備検討委員会が開かれて、新しい遺
跡整備の段階に移行しています。縄文遺跡群の調査研究が今
後も必要になるという点では、各自治体も一致しています。
ただし、今後どのように展開していくのかという部分はまだ
検討段階です。一つの方法としては、縄文遺跡群の価値を国
内だけにとどめるのではなく、海外の同じ時期、先史時代の
遺跡と連携・協力しながら、共同研究ができないかどうか検
討しています。数年後には、それを実現できるように計画を
作っているところです。今後頑張りたいと思います。ありが
とうございました。 
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各講演内容の総括 

金 井： 
本日は午前中、最初に鈴木さんから世界遺産委員会の報告

があり、その後に二神さん、鈴木さん、中澤さんと3本のご講
演がありました。ありがとうございます。また、会場からも質
問がありました。予定より、講演時間を延ばしていますので、
パネルディスカッションの予定時間を少し短くして、登壇し
たみなさまと世界遺産の評価に係ることをテーマに討議した
いと考えています。そのなかで、可能であれば会場からもご質
問を聞けるようにしたいと思いますので、ご協力のほど、よろ
しくお願いします。また、質問票もいただいていますので、適
宜、討議のなかで取り上げていきたいと考えています。 
まず、私のほうで 3 本の講演の内容を簡単に振り返ってみ

たいと思います。 
最初に、二神さんから世界遺産の評価の大きな流れ、評価制

度がどのように作られてきて現在に至っているか、おもに事
前評価の観点から話してもらいました。そのなかで、世界遺産
はなぜ評価を重視するようになってきたかという経緯につい
て、世界遺産という制度の信頼性を確保するため、信頼性の危
機を回避するためにさまざまな議論のなかで評価制度が生ま
れ、事前評価が定着してきたという流れがあるのではないか
ということでした。一方で世界遺産の運営側だけではなく、そ
こに参加する国々の不満、世界遺産の運営のあり方に対する
問題点の指摘、アクチュエーターという言葉が出たと思いま
すが、そういうなかで石見銀山が反論ではなく、補足としてよ
り詳しく説明するというアプローチをとったというお話もあ
り、世界遺産の評価制度は徐々に整えられてきたのではない
かということでした。事前評価にあたっては、OUVやアトリ
ビュートといった世界遺産と共に作られてきた概念がありま
す。世界遺産以前には、ぼんやりとあったとしても、言葉にさ
れていなかったものが言語化されたことで、多くの人が遺産
を認識するフレームが作られてきています。それが現在も続
いているのではないかと思います。そのような大きな流れが
二神さんの説明からはよく分かったのではないかと感じまし
た。 

それから、2本目がHIAの『ガイダンス及びツールキット』
について、文化庁の鈴木調査官から説明がありました。最初の
ボロブドゥールの具体的な事例から入って、世界遺産とは判
例主義と述べられていましたが、何か明確なルールが事前に
あるわけではなく、議論のなかで生まれてきた前例を参照し
ながらHIAが生まれてきたということでした。イコモスによ
るガイダンスが2010年代初めにできましたが、イコモスは文
化遺産しか対象にしていないので、世界遺産自体は複合遺産
も自然遺産もあるため、全体的な、総合的な評価を行っていこ
うというなかで、HIAが出てきたということでした。HIA自
体は受動的な評価制度であるという説明でしたが、他に SEA
のような能動的な評価制度も大きく整えられてきて、ガイダ
ンス等でさまざまな説明されるようになってきているという
話でした。HIA のガイダンスについてもそれぞれ章立てで、
どの章にキーポイントがあるかという紹介があり、今回の『ガ
イダンス及びツールキット』を参照するうえで、言うならばさ
らにそのガイダンスをいただくことができました。そのなか
で、アトリビュートとOUVの考え方について、文章と単語で
あるという、長年の経験のある調査官ならではの解釈も盛り
込まれていて、解説として非常に分かりやすいものだったと
思います。 
最後に中澤さんから、北海道・北東北の縄文遺跡群について

具体的な話があり、最後の会場から非常に具体的な質問もあ
ったわけです。具体的な価値の捉え方、保全の取り組み、HIA
の指針を実際どう運用しているかについて話がありました。
今回、縄文遺跡群事例に遺産の価値を一つの議題にしたいと
思っています。ある意味、非常に模範的な遺産で、最初の世界
遺産になったピラミッドやパルテノン神殿といったモニュメ
ンタルな建造物と近い価値付けが可能です。日本では史跡と
いうのは、文化財のなかでもモノの価値に限定した評価がな
されます。少し性質は違いますが、博物館の美術品と近い要素
もあるかと思います。そういう意味では、価値の評価とその守
り方が整理しやすいという面があります。それをうまく世界
遺産の文脈に沿って、OUVとアトリビュートを整理して、そ
れをいかに守るかということが非常によく整理されている形
になっているという点が印象的でした。一方で、風力発電や景

パネルディスカッション 

 司会者：金井 健   討論者：鈴木 地平、二神 葉子、中澤 寛将 
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観的な要素から見ると、縄文遺跡群を文化的な景観という観
点でみた場合、評価の仕方が大きく変わってくるということ
があります。他の遺産の場合、史跡的な価値だけではない価値
が、世界遺産の価値となっている場合もあります。世界遺産の
価値になっていなくても、たとえば百舌鳥・古市古墳群などの
ように、みなさんから見える市街地の中にあるものもありま
す。古墳時代の遺跡という意味ではない、現在の都市環境とし
ての評価というような視点というのも入ってきてしまうので、
その面でもまた難しい問題が出てくるのではないかと感じな
がら講演を聞いていました。以上が私の拙い感想と今回の講
演いただいた内容の整理です。 
今の私の説明はかなり不足があったかと思いますので、登

壇者の方から、自身の講演の補足なり、こんなことは言ってい
ないとか間違っている点があれば指摘していただきたいと思
います。くわえて、他のお二方の講演を聞いての感想、あるい
は質問をお聞きしたいと思います。まず、講演順に二神さんか
らよろしくお願いいたします。 

各講演の補足、他講演の感想と質問 

二 神： 
金井さん、ありがとうございます。発表時間は意識したつも

りですが、それでも長くなってしまって申し訳ありません。最
後が少し説明不足になってしまった部分があったかと思いま
す。 
事前評価の方法に関して、もっとも言いたかったことの一

つとして、文化遺産の諮問機関はイコモスですが、そのイコモ
スが全能ではないという状況があります。イコモスは、世界遺
産制度、遺跡一般、サイト一般に詳しいかもしれないけれども、
日本という場所について、あるいは日本のサイトがもつ性質
について、私たちが期待する知識や経験をもっていないかも
しれないという場合に、そのギャップを埋める可能性がある

のが、これまで導入されてきたようなファクチュアルエラー
の指摘です。また、ダイアログ、あるいは今後それが事前評価
になるかもしれません。諮問機関との専門性のギャップや、推
薦書で説明しきれなかった部分を直接の話し合いにより補足
説明を行って埋めていくということに使える可能性があるの
ではないでしょうか。なので、対話の機会を十分に使っていけ
るとよいと申し上げられればと思いました。 
ただ、もちろん推薦書にできるだけの情報を盛り込んでお

くことも重要です。あるいは、最後に早口で述べてしまいまし
たが、デスクレビューをする際に、レビューアーが推薦書しか
見ないということはないと思いますので、レビューアーが参
照できるような情報を可能な限り見える形で提供しておくと
いうことも有益だと考えています。それで、最後のスライドに
関連情報を発信という記述を含めた次第です。見える状態と
は、たいていはインターネット上にある、ということになりま
す。インターネット上に参照できる情報があれば、推薦書を評
価する際に参考にはできるかもしれません。新規の推薦を既
存の知識だけで評価することはできないので、いろいろな資
料を見ながら、関係者が一生懸命デスクレビューをされると
思います。今日の本題とは少し異なりますが、推薦書以外の情
報発信も重要だということを申し上げた次第です。もし時間
があれば、また後で補足できればと思います。 
鈴木さんに質問したいのは、ガイダンスはあくまでガイダ

ンスであって、これから現場でマニュアルに落としていくこ
とが必要だというご発言についてです。これに関して、具体的
に文化庁でそういう作業の支援をする、あるいは日本版で自
治体の方たちが実際に運用する手前くらいの、マニュアルと
ガイダンスの中間程度のものを作る予定はありますか、とい
うことをお伺いできればと思います。 
また、中澤さんにお聞きしたいのは、三内丸山遺跡では研究

が進められていると思います。また、外部の共同研究も毎年、
募集をして実施されています。会場からのご指摘のように世
界遺産になってからも、その研究を進めていって、たとえばリ
アクティブ・モニタリングに反映されるといったこともある
でしょうし、将来的に拡張することもあるでしょう。機関内外
の研究成果を今後、どのように活用されていくのかを教えて
いただきたいです。 

金 井： 
そうしましたらまず、鈴木さんから、ただいまの質問にお答

えください。 

鈴 木： 
ありがとうございます。HIAマニュアルの策定例としては、

とくに最近に登録されている所ではあらかじめ作られている
ということがあります。縄文しかりですし、古墳群でも作られ
ています。また、長崎・天草でも、沖ノ島でも作られています。
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もう少しさかのぼると、富士山でも作られています。富岡製糸
場では現在、作成中です。そのような具合で、とくに近頃登録
されている所は完全に作成して、整えていると思います。それ
を策定するベースになる「指針ガイダンスとマニュアルの間
のもの」ですが、先ほど述べましたように参考指針を約 5 年
前に出しました。ただし、そのベースになっているのは2011
年版のイコモス・ガイダンスですので、参考指針の改定版なの
か、あるいはもう一つグランビューみたいなものは別として、
何かを出したい、出さなければならないということは西さん
とも常々話しています。 

中 澤： 
ありがとうございます。研究成果の活用ということについ

て、縄文遺跡群の17遺跡すべての構成資産、遺跡において調
査・研究を毎年度行っているかというと、そういうわけではあ
りません。三内丸山遺跡のように調査・研究を行っている所も
ありますが、十数年以上実施していない所もあります。そうい
った点で、まず各構成資産において発掘調査を含めた調査・研
究の計画を立てて、取り組んでもらうという方針を縄文遺跡
群全体としてはもっています。そのうえで、もう一つ必要なこ
とが遺跡群全体としてどう研究を進めていくかという点が重
要だと個人的に考えています。とくに先史時代の遺跡は、世界
遺産の数が少ないので、他の国々の先史時代の遺跡と共同研
究を行うことも考えられます。価値に対する研究をするだけ
ではなく、縄文遺跡群の場合は、保存や整備のあり方という点
でも世界に発信できる要素があると思います。そういった活
用のあり方を含めた、あるいはインタープリテーションとい
う観点も含めた研究を行って、世界に発信して、保全状況報告
書等にも反映させていくということができれば理想ではない
かと思っています。 

金 井 
ありがとうございます。そうしましたら、続いて鈴木さんか

らお願いします。 

鈴 木： 
ありがとうございます。私のほうでは、お二人の講演を伺っ

ていて、もう一度、冒頭に申し上げた世界遺産の分野は本当に
政治化しているのか、という点を考えていました。もしかする
と、遺産自体に目を向けると、必ずしも政治化するということ
は悪いことではないのかという気もしています。どういうこ
とかというと、たとえば保全状況審査でも危機遺産入りが示
唆されているものが危機遺産に入らなかったという結果だけ
を見るとイコモスの勧告を覆しているといえると思います。
しかし、事例で挙げましたヴェネツィアに出された勧告は、基
本的には危機遺産入りするという文言以外そのまま世界遺産
委員会の決議となっています。もちろん、修正された部分、あ
るいはイタリア政府からの情報提供によって、たとえば入域

料を徴収する試みを始めるといったようなことが入ってきて
います。ですから、ヴェネツィアのマスツーリズムの状況、あ
るいは高潮被害の状況を解消するためには、どちらでもいい
というと危機遺産の制度自体の否定になってしまいますが、
必ずしも危機遺産に入らなかったのが政治的な働き掛けだっ
たということは遺産自体の保全については、それほど影響し
ないのではないでしょうか。 
あるいは新規登録についても、イコモスが問題点を指摘し

て、たとえば保全の観点で足りない部分があるのでリファー
ラル（情報照会＝通貨情報の提出の要求）だとか、あるいは価
値の表現の方法に不備があるのでディファーラルだとかいう
ような形で出すわけです。先ほど述べた2022年に審議された
ものでもイコモスの勧告自体は委員会直前になって出された
わけですけれども、その前に幸いなことに対話があり、イコモ
スの課題認識は推薦側には伝わってきているわけです。それ
が改善されるのであれば、2023年9月時点で登録しても差し
支えないレベルになっているのかもしれません。翻って考え
てみると、たとえば富士山のときに三保の松原を除外すると
いうような勧告がありました。また、沖ノ島のときには、沖ノ
島と岩礁以外の資産を除外するというような勧告がありまし
た。メディア的には、日本政府が働き掛けをして、逆転登録と
なったいわれましたが、三保の松原が除かれて、それ以外が世
界遺産になっているのと、三保の松原も含めて、今の状態のよ
うな世界遺産になっているのと、遺産にとってはどちらが幸
せな状況なのでしょうか。あるいは、三保の松原が除かれたか
ら、これをもう守らないということは日本ではあり得ません。
たとえば、他の国を考えたときに、世界遺産構成資産の一部が
外れたことによって、予算や人が付きにくくなるという影響
があるのならば、遺産にとって本当にどちらが幸せなのかと
講演を聞きながら考えていました。 
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二神さん、もしご存じでしたら教えていただきたいのです
が、いわゆる政治化している状況とその後の保全状況を追跡
調査してみると面白いのではないかと思います。いわゆる無
理して登録したものが、その後の5年10年の間に問題になっ
ている事例をご存じでしたら教えていただきたいです。これ
は私の感覚であって、しっかり調べるべきだと思っています
けれども、ある種無理して、あるいは逆転してイコモスの勧告
と違う評価で登録されたものについても、基本的に課題視さ
れているものは勧告として全部残っています。さらに、世界遺
産委員会による勧告の履行状況を翌年、翌々年に報告しなさ
いというステート・オブ・コンサベーション（SOC）の仕組み
もあります。よく見れば、少々問題がある資産でもSOCのシ
ステムでじっくり育てているという話はないでしょうか。む
しろ今、世界遺産委員会で大火事になっているのは、そういう
仕組みが未発達だった、あるいは今の文脈と同じようには検
討していなかった、とくに古い時期の登録のものです。その陰
に、近年に無理して登録されたものが隠れているのかは分か
りませんが、もし、ひっくり返した資産がその後もやはり世界
遺産の分野で問題児だったというようなことについてご存じ
であれば教えていただけるとありがたいです。 

二 神： 
コメント、ありがとうございます。今年の世界遺産委員会に

関しては、鈴木さんが講演のなかでも今も述べられたように、
去年世界遺産委員会が開催されなかったために、評価の後に
状況が改善し、イコモスの勧告内容をすでに実現していたの
で、登録することに問題はありません、登録しますという推薦
が非常に多かったと私も聞いていて感じました。決議案の改
正の際にも、イコモスが登録に変更して問題ないとの判断で、
決議文の作成にも協力をされていたと記憶しています。です
ので、最近は少し雰囲気が違うというのは指摘のとおりだと
思います。 
その一方、ある国の大使が、「私はこの国から頼まれたので

情報照会にしたいです」と無邪気に言って、ユネスコのADG
（事務局長補）から厳しく注意されるという場面もありまし
た。ですので、登録への変更が全て状況改善の取り組みに基づ
いていて、100パーセント良かったということではなく、通常
では「こういう点が改善された、私はこういう特徴が推薦書か
ら読み取れました」と嘘でも言うものですが、「頼まれたから
私は情報照会に変えてほしい」と発言した委員国もあったの
で、やはりロビイングというものがあるのだと正直なところ
思いました。これほど極端な発言は１度だけでしたが、そうい
うことがありました。 
また、最近ではあまり聞きませんが、景観の完全性が10年

くらい前に割と話題になりました、その際に、たとえば世界遺
産条約の初期の頃に記載されたスペインのセビージャなどで
開発があったとき、「景観の完全性はその登録当時にはなかっ

た概念なので、それを根拠にしているのはおかしい」という意
見を聞きましたが、それも外交官の論理です。文化財の専門家
の多くは、それは新しくできた保全の観念であっても守らな
ければならないと納得すると思います。しかし、外交官にとっ
てみれば、後から作られた規則がさかのぼって適用されるこ
とはあり得ませんので、外交官たちは、登録のときになかった
規則をなぜ適用するのかと問題視して、問題が炎上をすると
いうことがたしかにあります。 
無理して登録した世界遺産のなかで、私が少し関係者とお

付き合いのある資産では、2015年に登録された遺産の例があ
ります。専門家のみなさまの前なので、申し上げますと、山の
頂を直線で結んで範囲を設定していました。また、もともと自
然公園だったのですが、文化遺産、文化的景観として推薦をし
ました。しかし、保護の枠組みはほとんど自然公園のままで推
薦しているので、地形的な特徴で資産範囲を設定するととも
に、文化遺産としての特徴を把握したうえで保全管理を行い
ましょうということで、情報照会勧告になりました。それでも、
「当方としては登録を働き掛けます」と関係者は言って、登録
された例もあります。その後、保全状況報告を出す段階になっ
て、資産の何が問題だったのかが関係者に全く理解されてい
なかったという事例があります。まあ、登録だから良かったで
終わってしまい、自然公園の枠組みで保全管理をすることも、
文化の特徴も読み込んで保全管理計画を作り直さなければな
らないことも忘れられていますし、また範囲の設定もきちん
とやり直さなければならないことも忘れられ、登録の2、3年
後、たしか2018年のことですが、保全状況報告書を出す際に、
何を改善していいのか分からないということが分かって大変
でした。 
炎上ということではありませんが、登録されたために改善

すべき課題が不明瞭になってしまったということもあります。
それ以外にも、勧告は勧告で記載であっても決議文に残ると
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いいつつ、登録の是非に関わるような重大な課題について、登
録決議だから決議文には書けませんといって削除されてしま
う場合も結構あります。そうなると、深刻な課題であればある
ほど、登録の決議文の中の勧告に残らないという課題がある
ように思います。ですので私は、ただいま申し上げたのはモン
ゴルの例で、この例しか直接は知りませんけれども、潜在的に
このような課題を抱えてしまう例は他にもあるのでないかと
想像しています。 

金 井： 
そうしましたら、最後に中澤さん、補足とコメントをよろし

くお願いいたします。 

中 澤： 
私は、実務を担当している立場で事前評価制度というもの

の話を二神さんと鈴木さんのお二人から聞いて、大変だと思
いました。一言でいうと、「自分が世界遺産担当になって、こ
の評価制度になりました」といったときに、周りの方々に説明
をして、庁内の理解を得るのはかなりつらい、ということを聞
いていて思いました。その一方で鈴木さんのガイダンスマニ
ュアルについては、そこに示されている11のステップを実際
に縄文遺跡群の遺産影響評価の指針の中に反映させるならど
のように取り組んでいけばいいのか、このことについて来年
度じっくり考えて、また鈴木さんや外部の専門家の先生方か
らの意見を求めながら、改定作業を進めていきたいと思った
次第です。 
私の報告で言いたかったことは何かというと、情報共有と

役所の庁内の関係課との連携、緊密な連絡調整、そういったも
のをいかにうまく作るか、それができるかできないかによっ
て保全されるかどうかが大きく変わってくるということです。
そのために、世界遺産を担当している私自身ができることは、
あまりありません。そのなかでできるのは、いかに世界遺産を
守ることが大事かを多くの方に伝えていくことだと思ってい
ます。つまり、周知です。 
先ほど、鈴木さんからも周知という話がありました。世界遺

産のバックになっているのは世界遺産条約しかありません。
そういった状況のなかで、世界遺産条約の精神と作業指針の
重要性を庁内関係課の方々に理解を求めて、賛同してもらえ
れば保全に協力してくれるでしょうし、反対に賛同してくれ
なければ保全ができないということになるわけです。 
また、先ほど会場から、どういう形で周知しているのかとい

うご質問がありました。青森県ではどういうふうに行ってい
るかというと、いわゆる埋蔵文化財の保護とその連絡調整の
仕組みを活用しています。庁内関係課のほか、国の機関である
国土交通省、防衛省、林野庁、さらに東北電力株式会社といっ
た大手の電力・原子力関係の事業者を対象として、毎年度、埋
蔵文化財の保護に関する連絡調整会議という会議を開催して

います。そこで通常は埋蔵文化財の保護について、史跡の保護
について説明しますが、そのなかで世界遺産の保全と遺産影
響評価についての説明の時間を設けてもらって理解を求めて
います。その際に、本日みなさまに配布している包括的保存管
理計画の概要版といったものをうまく活用しながら、世界遺
産周辺で開発行為等を計画している場合は早めに連絡をくだ
さいという形で周知を図っています。 
さらに、各自治体でも景観法による事前協議は形としては

景観部局と協議するけれども、景観部局では世界遺産のこと
はあまり十分に分からないので、景観部局が事業者に対して
市や町の文化財部局に赴くよう誘導することによって、結果
として文化財部局と事業者が協議できるような体制を構築し
ています。そちらでも包括的保存管理計画の概要版などを用
いて、遺産影響評価をやらなければいけないと事業者に説明
をすることで理解を得ています。風力関係もそういった形で
行っています。こちらが補足説明です。以上です。 

テーマディスカッション 
金 井： 
ありがとうございます。ただいま、いろいろな補足やコメン

トをいただきまして、私のほうでも話を整理しながら聞いて
おりました。世界遺産というものの社会化が進むと同時に政
治化もして、プレーヤーやステークホルダーとよばれる関係
者がどんどん増えていくなかで、いかに共通認識を作ってい
くか、いかに対応していくかということが重要ではないかと
考えました。そのなかで評価制度というものが一つの軸とな
ってきているという理解をしています。 
そのなかで、議論の一つの軸として三つほど考えていまし

た。一つ目が、歴史資料から社会資産へという、文化遺産の価
値の所在の変化です。二つ目が、遺産保護における影響評価の
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意味です。これは可能性もあるし、限界もあるという点があり
ます。三つ目が、世界遺産における評価制度の課題と展望で、
これらが議論の軸として考えられると思いました。時間も少
し押しているので、会場からいただいたいくつかの質問をこ
の三つのテーマに割り振って、それについてパネリストのみ
なさまから意見をいただきながら、議論を進めていきたいと
思います。 

文化遺産の価値の所在 

金 井： 
まず、一つ目のテーマである文化遺産の価値の所在につい

てです。もともと世界遺産は価値が明確な古代のもの、美術的
な高い価値のあるものから、文化的景観、複合遺産、自然遺産
というようなもの、さらには都市の中の民俗的なもの、たとえ
ば白川郷のようなものまでが含まれてきているわけです。そ
ういった状況のなかで具体的な質問をいただいているのが縄
文遺跡についてです。遺産の価値としては、私の理解では史跡
としての非常に物証的な、考古学的な価値に依拠している部
分が高いと思います。一方で中澤さんのご講演では「縄文のた
たずまい」という言葉がコンセプトとなっているということ
で、これはかなり大きな価値の概念ではないかと思います。そ
れについて質問が寄せられています。このキーワードは、事業
者に対して説明として使われる際にどのような反応や理解が
あるのでしょうか。また、この言葉を英語にはどのように訳し
ていますか。という質問です。この2点について、ご説明いた
だければと思います。 

中 澤： 
ご質問ありがとうございます。説明が簡単な英訳のほうか

ら回答します。この「縄文のたたずまい」の英語表記としては、
たたずまいは、さまざまな英語表現があると思いますが、縄文
遺跡群のたたずまいを“Jomon Landscape”、ランドスケープで

すから景観という形でたたずまいを訳しています。実は、この
「縄文のたたずまい」は難しくて、世界遺産登録推薦のときに
は、「縄文の雰囲気」という表現を取ってきました。雰囲気と
は何かということから、もう少し分かりやすくするためにラ
ンドスケープという言葉に置き換えて、理解を求めたという
経緯があります。 
次に、この「縄文のたたずまい」を事業者が理解できるかと

いう点です。実際のところ運用するなかでは、「縄文のたたず
まい」という表現をあまり使っていません。どういうことを事
業者に伝えているかというと、遺跡に立ったときに現代的な
要素が見えない形にしてください、というお願いをしていま
す。先ほどもいくつか写真で示しましたが、遺跡の周囲には樹
木が植えられています。樹木と人間が立つ地点の先、つまり遠
景に建物が建つ場合に、その建物が隠れるような形で位置や
規模を検討していただけるとありがたい、というお願いをし
ています。また、風車に関しても同じようなお願いをしていま
す。各縄文遺跡群を見てもらうと、遺跡に立つと、うまい具合
に木で隠れるような形で風車が設置されています。遺跡に行
くまでの道筋では風車が次々と見えますが、遺跡に立つと風
車はほぼ見えなくなります。そういった景観のコントロール
によって、「縄文のたたずまい」を作り出しています。それで
よろしいでしょうか。 

金 井： 
ありがとうございます。もし、ただいまのご回答に質問など

あるようでしたら、挙手をお願いします。 
では、もう一つ文化遺産の価値の所在に関する質問としま

して、文化財保護法上、バッファーゾーンが法的根拠として設
定されていない、これについてどう考えるのか、という質問が
寄せられました。文化財保護法も、そもそも古美術品の保護を
目的とした法律であって、あまり価値判断に関して広義の、大
きな範囲が入るという概念が実際のところ存在しません。一
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方で重要文化財の土地指定であるとか、文化財である伝統的
建造物群の周辺に保存地区が設定できるとか、バッファーゾ
ーン的な規定があったりしますが、これは当然ながら完全な
ものではなくて、価値の所在が単体の価値にあるという問題
点はたしかにあると思います。この点につきまして、鈴木さん、
もし文化財保護法と世界遺産制度のギャップやバッファーゾ
ーンについて何かご意見がありましたらお話しいただきたい
と思います。 

鈴 木： 
ご質問者の念頭にあるのは、文化財保護法の環境条項だと

思います。ご存じのように、環境条項は重要文化財であるとか
指定記念物の周辺に設けることができる、そのなかで行為を
制限することができるとなっていますが、これまで一度も使
われたことがありません。しかし、あるのなら使っていくべき
だ、という話は文化審議会の企画調査会から 5 年ほど前にい
ただいていたと思います。私も使えるものは使っていったら
いいと思いますし、これを世界遺産のバッファーとして使え
るのであれば、議論はシンプルになるのではないかとも考え
ています。 
他方で、その観点からすれば今の仕組みは、パッチワーク的

に見えるかもしれません。ただ、現在のやり方に良い点はない
かと考えると、いろいろな法律、いろいろな仕組み、いろいろ
な制度を適用することによって、いろいろな人、いろいろな部
局、いろいろな立場の参画をもしかしたら促しているのでは
ないか。もしそのような効果があるのだとすれば、今のやり方
にも一つ理があるのではないかという気がします。すべて文
化財保護法で済むのなら、それはそれで話はシンプルである
というメリットがあるでしょう。ですが他方で、文化財以外の
人たちにとって、「自分たちには関係ない」となってしまわな
いでしょうか。あるいは逆に、今のやり方というのは望むと望
まざるとにかかわらず、いろいろな人を巻き込むことはでき
ているけれども、制度として複雑になっているという、いわば
両面裏腹の効果があるのではないかと私は考えています。た

だ、条項として環境保全の項目はありますし、それを用いるべ
きだということには、私は基本的には賛同します。 

遺産保護における影響評価の意味 

金 井： 
ありがとうございます。ただいまのご回答について何かご

意見等ありましたら挙手をお願いします。よろしいでしょう
か？ 
それでは、文化遺産の価値の所在についてはまだまだ議論

の余地があると思いますが、他の質問もありますので、二つ目
に私が考えた遺産保護における影響評価の意味、可能性と限
界についてというテーマに移ります。こちらにつきましては
かなり重い質問も寄せられておりまして、すべて採用するこ
とはなかなか難しいと思いますが、そのなかからまず事前評
価制度についての質問です。事前評価制度については、二神さ
んの説明がありましたとおり 2027 年に必須の条件になると
いうことでした。これに関連して彦根についての具体的な質
問ですが、必須になる前に評価を受けるということは必要な
のでしょうか、と聞かれております。その辺について、何か事
前評価の議論のなかで推奨されているなどということはある
のでしょうか。まず全体の議論の流れとして、必須になる前の
前段階の取り扱いについての考え方を二神さんからお願いし
ます。 

二 神： 
分かりました。とくに2027年2月の締め切りのものから必

須になって、その前は任意での実施ということになります。こ
の議論は、この１回前の世界遺産委員会で制度化をされたと
記憶をしています。そのときに、その前から行ったほうがいい
ということに確かなっていなかったように思いますが、いか
がでしょうか？ 

鈴 木： 
行うほうがよろしい、行うべきですが、急に来年から義務だ

というふうになると影響が大きいので、ある種、今はモラトリ
アムのような形、移行期間という感じで、今年から事前評価を
出すのはボランタリーには受け付けますということです。イ
コモス、ユネスコとしても対応していきますということです。
ただ、まだあと３回、事前評価、プレミリナリー・アセスメン
トを経ない推薦書も、2024年2月、2025年2月、2026年2
月と出すことができます。現在は、移行期間であると捉えてい
ただければといいと思います。 

二 神： 
そう、モラトリアムという言葉を使っていましたね。 

金 井： 
そうしましたら、もう一つ具体的な彦根城のケースについ

ては国の方針なのか、あるいは自治体の方針なのか？ なぜ今
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の段階で事前評価を出すことにしたのでしょうか？ お答え
できる範囲で教えてください。 

鈴 木： 
文化審議会で、昨年 7 月に見解を出していただいたところ

です。近々の推薦を希望している彦根城と飛鳥・藤原について
ご検討いただいた結果、それぞれの課題を示していただいて、
少なくとも今年度は推薦できる段階ではないという回答があ
りました。そして、彦根のほうには見解を示していただいたな
かの一つに、事前評価という制度でイコモスと対話をしなが
ら推薦書を作っていくというプロセスがあるので、これを使
うというのが有効ではないか、という提案がありました。 

金 井： 
審議会の判断ということですか。分かりました。同じ質問者

の方から、中澤さんにお答えいただくことになるかと思いま
すが、非常に具体的な質問です。HIA を進めるなかで、史跡
の現状変更というものが法的な要件としてあると思いますが、
それとHIAがバッティングするときにどのような整理があり
ますでしょうか？ 申請許可の手続きの順番など、現状変更を
行ってからかHIAを先に行うのか、そのあたりの仕分けがさ
れているようであれば知りたいです、というご質問がありま
した。 

それから、分析評価の結果で、おもにバッファーゾーンのケ
ースになるかと思いますが、分析評価をすることになった結
果で、計画を変更しなさいというような判断になった場合に、
何かオプションみたいなものが提示されるのでしょうか。た
とえば、こういうふうにしたら問題ありませんとかなど、先ほ
どの中間評価とも近いですが、結果だけが出るのか、対話の余
地があるのかというところはいかがでしょうか、という質問
です。 

中 澤： 
ありがとうございます。まず1点目の現状変更とHIAの結

果がバッティングした場合ですけれども、実は、各自治体によ
って現状変更が先か、HIA が先かは千差万別です。三内丸山
遺跡の場合は、HIA をやって、世界遺産の観点からも意見を
もらったうえで現状変更を出しているケースが多いかという
ふうに思います。現在、三内丸山遺跡の場合、問題になってい
るのは、史跡整備のなかで露出遺構を覆うドーム、覆屋という
ものがありますが、これが随分古くなっていることです。この
覆屋を更新するときに、文化庁の史跡部門と協議を進めてい
くなかで、世界遺産的な観点でも影響評価が必要だろうとい
う指導や助言を受けまして、現在その観点から評価や検討が
進められています。とはいえ、なかなかそこから先がまだ進ん
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でいないというのが現状です。やはり行政ですので、さまざま
な事情があります。影響評価の結果をすべて行政側として受
け入れられるところもあれば、予算上の問題などを含めて、そ
れができない所もありました。その辺が一番、分業するなかで
難しいところであるというのが実感です。 

2点目の分析評価の結果で、計画変更が必要となった場合に
なんらかの条件を付けるか、ということについての質問につ
いてです。これについては、事例がないのでなんとも言えない、
想定できないというのが答えになります。 

金 井： 
やってみないと分からないということだということですね。

これに関して、鈴木さんから少し補足があるようです。 

鈴 木： 
ありがとうございます。縄文遺跡群の場合は、幸い大きな影

響を及ぼすような話はまだ出ていません。実態としては、影響
評価の結果を最終的な判決のように出すことは、想定してい
ません。その間に、民間事業であれば事業者もそうですし、公
共事業であれば行政のなかでもやりとりをして、最終的に影
響がなさそうだというところまで押さえた形で、影響評価の
結論とするケースがほとんどになると思います。当初の段階
で影響がありそうだが軽減する策はないのか、その軽減策で
本当に影響がないのか。そういった循環的な手法を取って、最
終的にはほとんどの事業に影響がないというところに押さえ
ていきます。逆にいうと、影響がどうしても押さえられないと
いうものについては、事業自体を諦めてもらうしかありませ
ん。遺産影響評価自体もダイアログということになります。そ
れは、行政と事業者でもそうですし、あるいは国とイコモスと
の間でもそうです。「遺産影響評価を出しましたが駄目でした」
という、その結果だけではなくて、その間のやり取りがやはり
重要なのではないでしょうか。 

金 井： 
ありがとうございます。ではもう 1 問。世界遺産の遺産保

護における評価の意味に関する質問ですが、これは世界遺産
における評価制度とも関わりますが、ご質問があるのでこち
らに進みます。実は、同じ質問を今回会場に来られなかった方
からも事前にいただいています。まずHIAを考える際に、先
ほど言ったことですが、三内丸山遺跡のような遺産の価値を
かなりプリミティブというか、歴史資料的な価値にまで落と
し込める場合と、もっと包括的な場合とで随分変わってくる
と思います。HIA を行うときにバッファーゾーンというもの
の取り扱いというのが、核のものの付随的な、モニタリングす
るためだけの場所なのか、それともバッファーゾーンという
のはそうではなくて、資産の中核の遺産と一体となる価値を
持つものではないのか、という問題があると思います。バッフ
ァーゾーンがショックアブソーバー的に、鈴木さんの表現を

借りれば、波紋が発生したらその波紋の影響が及ぶ範囲を見
るためのウオッチゾーンみたいなものとして捉えた場合でも、
開発行為の関係部局にさまざまな立場があるので、やはり反
対派と推進派というような意見の違いが当然ながら出てくる
だろうと思います。その前に、HIA の評価者の振る舞いにつ
いて、正解というか指針のようなものがあるべきではなかろ
うか、という問題提起でありました。この点について、鈴木さ
んから大きな観点で、また中澤さんから実務者として、何か感
じていることがあればご意見をお願いします。 

鈴 木： 
最後の「評価者としての振る舞い」というのはどういうもの

ですか？ 

金 井： 
そちらは私が追加した言葉です。要は、反対者と推進者がい

た場合に、評価者がそれらの意見を調整する術をもっている
必要があるのか、あるいはないのか、といったことです。 

鈴 木： 
まず、バッファーゾーンの考え方は、時代によっても移り変

わるし、人によっても移り変わる部分があります。2012年ぐ
らいでしたか、ダボスだったかで会議があって、そのときの共
通理解としては、バッファーゾーンはあくまで資産に対する
影響、ショックであって、バッファーゾーンには価値がないと
いう話でした。それから10年たって、先ほどガイダンスの最
初の第2章の原則のところの4番にもありましたように、「顕
著な普遍的価値にとくに注目しつつ、その他の遺産の価値、あ
るいは保全の価値というものにも目を向けなければいけない」
と書いてあります。この背景としては、世界遺産委員会で承認
されたOUVだけが価値なのではなく、OUVではないけれど
も、ローカルなバリューもあるだろうし、ナショナルなバリュ
ーもあるだろうし、プライベートなバリューもあります。そう
いう考え方がある種の共通理解になっているところで、たと
えば先ほども言及しました文化審議会の令和 3 年 3 月の第 1
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次答申のなかでは、バッファーゾーンは単に我慢する地域で
はない、我慢もしますが、その分の恩恵も受けるような資産と
一体になって成り立っているような地域だ、ということが述
べられています。HIA 評価者としての立ち位置、あるいは振
る舞いという点は難しいですね。〇か×かというのではなく、
あるいは事業が遂行か中止かという二元論でもありません。
事業を行ってもいいけれども、こういう形ならできる、ここま
で希望されているという形の調整を取ることが多いです。で
すから推進側にとっても反対側にとっても、ある種 4 割妥協
したけれども 6 割程度は自分の思いが通ったというぐらいを
目指して調整をしているような気がします。幸いなことに、
100パーセント絶対にやめなければ駄目という対決は、今のと
ころなかったのではないかと思います。  

金 井： 
一つ追加ですが、同じ質問のなかで、評価者が行う評価によ

って不利益が生じる場合に、当然ながら訴訟リスクのような
ものがあると想定されますが、それをどうするのか、という質
問があります。それは今のような感じで、要は〇か×かではな
くて、うまくそういうものが発生しないようにしていくよう
にしていかなければならないということも含んでいるという
ことでしょうか？ 

鈴 木： 
そうですね、究極としては、訴訟になるというリスクはどこ

まででも除けないでしょう。訴訟になるぐらいまで推進者に
とっても、反対者にとっても追い詰める前に何かできること
があるのではないかと私は思っています。 

金 井： 
ありがとうございます。中澤さん、もし実際にバッファーゾ

ーンで運用するなかで、そういう反対論や意見の対立があっ
た場合のご経験がありましたら、ぜひ教えてください。  

中 澤： 
三内丸山遺跡に限っていうと、今のところバッファーゾー

ンのなかで賛成、反対という開発そのものが計画されたこと
がありません。なぜなら、三内丸山遺跡のバッファーゾーンは
住居地域になっていて、基本的には一般個人住宅しか建てら
れないからです。それがベースになっているので、個人住宅レ
ベルであれば、それほど大きな争いというものが出てくるこ
とはないと思っています。結局、問題はバッファーゾーンでは
なくて、バッファーゾーンの外なのではないかと思います。そ
ちらのほうが、むしろ反対派、賛成派というような、いろいろ
と議論が噴出する部分かと思いながらお話を聞いていました。 

世界遺産における評価制度の課題と展望 
金 井： 
ありがとうございます。時間が迫ってきたので、最後の世界

遺産の評価制度の今後についての質問として、1点だけ、まと
めると、HIA を含む評価をする人間のあり方、いま専門家、
つまりイコモスや諮問機関に関わる人間が限定されているな
かで、もう少しこれを広げていく必要があるのではないか、行
政担当者や実務担当者の関わりも必要ではないか、というご
意見がありました。これについて、まず二神さん、もし何かご
意見があればお願いします。 

二 神： 
ありがとうございます。評価は、デスクレビューについては

文化遺産に関してはイコモスから募集があるので、イコモス
の会員が恐らく大半ではないかと思います。世界遺産に関わ
る人たちという意味でいうと、現在サイトマネージャー・フォ
ーラムというものがあって、日本からもサイトマネージャー
として参加されている方がいると思います。自治体で実際に
サイトの保全管理に関わっている方の集まりというのが、世
界遺産委員会ごとに開催されて、情報交換を行っていると聞
いています。あとは、NGOにどう関わってもらうかという議
論は、ずいぶん前からありますが、最近また少し盛んになって
きているように思います。無形文化遺産保護条約だと、その会
合の都度、評価機関が結成されて、12名で構成されますが、
その半分が NGO の方だったりします。このように、制度的
には NGO が関わる枠組みができていて、これから世界遺産
がどうなるか不明点はありますが、最近、条約の間でのシナジ
ーを重要視していて、違う条約といいながらも、それぞれに影
響を与え合っています。無形文化遺産のほうで NGO の役割
が高まってきて、これから記載後の案件のモニタリングにも
関わってもらおうというような議論にもなっています。そう
いう流れが世界遺産にも影響してくるかもしれないと思いま
す。  

金 井： 
ありがとうございます。ただいまの評価者のあり方にくわ

えて、自治体からすると評価というのは負担が増えてくる面
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があります。先ほどの原因者負担で行う場合でも、説得などの
必要があります。作業量が増えてくる評価をする人のあり方
と実務の人たちの負担とあわせて、何か今後の国によるサポ
ート、助言や財政的支援、とくに原因者負担については縄文遺
跡群では自治体で負担しているということでもありましたが、
その辺について国として何か展望というものがありましたら、
一言いただいて終わりにしたいと思います。いかがでしょう
か？ 

鈴 木： 
確たる展望はありませんが、参考指針のときに原因者負担

の議論としては、やはり開発事業を行いたい人のために公金
を使って評価を行うのはおかしいということがありました。
たとえば、風力発電を遺産の近くで建てたい業者がいるとき
に、それを国がやる、国の補助を出すというのはやはり理屈が
通らないのではないか、という話がありました。そこの壁なの
か、ハードルなのか、落とし穴なのかをどう超えるかという点
はあると思います。 

金 井： 
ありがとうございます。さまざまな課題があるなかで、みな

さんの講演のなかでは、対話、ダイアログというものがますま
す重要になっていくのではないか、ということでした。  

二 神： 
最後に少しお願いします。ここで言っておかないといけな

いかと思いますので、締めようとしたところで申し訳ありま
せん。世界遺産委員会の場で折衝の結果、登録されることの問
題の一つは、それがなぜ登録されたかという記録が残らない
点だと私は思っています。委員国であれば、登録とした根拠に
ついて情報を持っているかもしれませんが、そうでない人に
とっては、主張が本当なのか確認する方法がありません。同じ
ような折衝をするにしても、専門家が対話の場を使って行う
のであれば、こういう情報を提供しました、こういうやりとり
がありましたと全部について記録が残るので、この資産が世
界遺産になった理由が分かります。結果としては同じである
かもしれません。また、日本のような国が折衝する場合には専
門的な立場からこれまでも説明してきたということがありま
すが、その記録が残るに越したことはないかと思います。対話
が制度化されてきたことの意味について、最後まで長々と話
して申し訳ありませんが、補足をしたいと思います。 

金 井： 
ありがとうございました。最後、二神さんにうまくまとめて

いただきました。ちょうど時間になりました。ディスカッショ
ンの時間を 5 分超過してしまいましたが、これでパネルディ
スカッションを終了したいと思います。パネリストのみなさ
ま、長時間にわたりありがとうございました。 
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所長の友田です。本日は、令和5年度世界遺産研究協議会

「複雑化する世界遺産をみまもる目」にご参集いただき、あり

がとうございます。年末のお忙しいなか、またお寒いなか、多

くの方に足をお運びいただきまして、誠にありがとうござい

ました。ご登壇いただいたお三方に加え、残念ながら急用で参

加できなかった西さんにも準備をしていただきました。西さ

んも含めて、あらためて感謝を申し上げたいと思います。とり

わけ、鈴木さんは二人分、ディスカッションも含めると、事前

に想定していたよりだいぶ仕事が増えてしまったと思います。

同情すると同時に、感謝を申し上げたいと思います。 

今、いろいろと議論がありましたので、私から特に蒸し返す

ようなことはしませんが、本日のお話をつうじて、評価制度の

変遷であるとか、あるいはHIAをめぐる動きなど、非常にか

み砕いて説明をいただき、私も随分理解が進んだと感じてい

ます。その一方で、それを実務、実際の適用に落とし込んでい

くうえでは、今後いろいろな課題が出てくるのではないかと

非常に強く感じました。推薦のプロセスにしてもしかり、その

後の保全のプロセスにしてもしかりですが、それをいかに国

内的な制度に落とし込んでいくのかという課題があります。

さらに、制度を超えて、実務の中での運用への適用をどのよう

に判断していくのかという部分では、かなり試行錯誤をして

いく必要があるのではないかと感じた次第です。HIAの話は、

最終的には善意に頼るしかないのではないかと悲観的に思っ

てしまった部分もあります。とはいえ、本日の発表のなかで鈴

木さんが言われたとおり、事例を積み重ねながら、互いに切磋

琢磨していく、試行錯誤していくしかありません。先ほど庁内

調整のノウハウといった話がありましたが、そういうことも

含めて、いろいろとケースによって異なる部分が多いことと

思います。 

例年、この世界遺産研究協議会にご登壇いただく方のお話

では、結構うまくいっているケースが取り上げられています。

そうしないと最初から紛糾してしまってまとまらないという

主催者側の事情も大きい訳ですが、現実には必ずしも順調な

ケースばかりではないはずです。様々な問題点も含めて横断

的に情報共有し、一緒に考えることが非常に重要になってく

ると思います。そういった意味で、この世界遺産研究協議会を、

悩みを抱える者同士が相談し合える場として、少しでも活用

していただければありがたいと思っています。 

本日は、いろいろとお話がありましたが、みなさまにはまだ

聞き足りないこと、疑問に感じていることがあると思います。

この後、情報交換会の場を用意していますので、引き続き登壇

者あるいはそれ以外の方々と飲食をしながらお話をしていた

だき、さらに今後の交流へとつなげていただければ何よりと

思います。 

では、これをもちまして世界遺産研究協議会を終了します。

あらためて、登壇者の方々への拍手をいただきたく思います。

ありがとうございました。 

 友田 正彦（東京文化財研究所 副所長兼文化遺産国際協力センター長） 

閉会挨拶 
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